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令和４年12月８日（木曜日） 

 

○出席議員（12名） 

    議 長  清  水  文  雄 君     ７ 番  生  田  勇  人 君 

    １ 番  土  屋  克  之 君     ８ 番  恩  道  正  博 君 

    ２ 番  西  尾  雄  次 君     ９ 番  北  川  悦  子 君 

    ３ 番  米  田  一  香 君     10 番  夷  藤     満 君 

    ４ 番  磯  貝  幸  博 君     11 番  中  川     達 君 

    ６ 番  七  田  満  男 君     12 番  南     守  雄 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

教 育 長 桐 山 一 人 君 

総 務 部 長 松 井 賢 志 君 

町 民 福 祉 部 長 
兼 保 険 年 金 課 長 

北 野   享 君 

町民福祉部担当部長 
（住民・子育て支援担当） 
兼 住 民 課 長 

中 川 裕 一 君 

都 市 整 備 部 長 
兼北部開発推進室長 

上 前 浩 和 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域産業振興担当） 

上 出 勝 浩 君 

教育委員会教育部長 
兼 学 校 教 育 課 長 

堀 川 竜 一 君 

消 防 本 部 消 防 長 髙 道 三 春 君 

総 務 部 総 務 課 長 宮 本 義 治 君 

総 務 部 財 政 課 長 北   正 樹 君 

総 務 部 税 務 課 長 神 農 孝 夫 君 

町民福祉部住民課担当課長 
兼 環 境 管 理 室 長 

宮 崎 重 幸 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長 

吉 田 真理子 君 

町民福祉部保険年金課 
担当課長兼福祉課担当課長 
兼保険年金課保健センター所長 

上 前 久美子 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長 

山 田 卓 矢 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長 

奥 田 隆 幸 君 

都 市 整 備 部 
地域産業振興課長 

橋 本   良 君 

都市整備部地域産業振興課 
担当課長兼観光振興室長 

長谷川 万里子 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長補佐 

渡 辺   崇 君 

都 市 整 備 部 
上 下 水 道 課 長 

法 利 康 博 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

福 島 誠 一 君 

教育委員会教育部文化スポーツ課長 
兼図書館長兼男女共同参画室長 

四月朔日 松英 君 

消防本部消防次長 
兼 消 防 署 長 

重 島 康 人 君 

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長  助 田 有 二 君 

事務局参事兼次長 川 端 誠 矢 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 
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○議事日程（第２号） 

  令和４年12月８日  午前10時開議 

 日程第１ 

  議案一括上程 

  議案第47号 令和４年度内灘町一般会計補正予算（第７号）から 

  議案第66号 内灘町道路線の廃止についてまで 

 日程第２ 

  町政一般質問 

   ４番 磯 貝 幸 博 

   ７番 生 田 勇 人 

   ８番 恩 道 正 博 

   10番 夷 藤   満 

   １番 土 屋 克 之 

   ９番 北 川 悦 子 

   ２番 西 尾 雄 次 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午前10時01分開議 

    ○開   議 

○議長【清水文雄君】 皆様、おはようござい

ます。 

 傍聴席の皆様には、本会議の傍聴にお越し

をいただき、誠にありがとうございます。 

 本日は、町政に対する一般質問を行います。 

 初めに、傍聴の皆様にお願いを申し上げま

す。 

 本会議場では、携帯電話を鳴らすことのな

いようお願い申し上げます。 

 議員が質問している際は静粛にしていただ

き、立ち歩いたり退席しないようお願い申し

上げます。 

 また、撮影や録音はご遠慮いただきますよ

うお願いします。 

 ただいまの出席議員は、12名であります。よ

って、会議の定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【清水文雄君】 本日の会議に説明のた

め出席をしている者は、６日の会議に配付の

説明員一覧表のとおりであります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案一括上程 

○議長【清水文雄君】 日程第１、議案第47号

令和４年度内灘町一般会計補正予算（第７号）

から議案第66号内灘町道路線の廃止について

までの20議案を一括して議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質疑の省略 

○議長【清水文雄君】 各議案に対する提案理

由の説明は、既に聴取しております。 

 なお、提出議案に対する質疑については、昨

日までに質疑の通告がございませんでしたの

で、質疑なしとして質疑を省略いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案等の委員会付託 

○議長【清水文雄君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第47号令和

４年度内灘町一般会計補正予算（第７号）から

議案第66号内灘町道路線の廃止についてまで

の20議案につきましては、お手元に配付して

あります議案付託表のとおり所管の各常任委

員会に付託いたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 異議なしと認めます。

よって、各議案は議案付託表のとおり所管の

各常任委員会に付託することに決定いたしま

した。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【清水文雄君】 日程第２、これより町

政に対する一般質問を行います。 

 質問時間は、１人30分以内ですので、時間内

にまとめるようお願いをいたします。５分前

及び１分前に呼び鈴で合図をいたしますので、

ご容赦願います。 

 それでは、通告順に発言を許します。 

 ４番、磯貝幸博議員。 

   〔４番 磯貝幸博君 登壇〕 

○４番【磯貝幸博君】 皆さん、おはようござ

います。 

 議席番号４番、磯貝幸博。令和４年12月会議

にて一般質問の機会を得ましたので、一問一

答方式より２点についてお聞きしてまいりた

いと思います。ご答弁に際しましては、町民の

皆様にとって具体的かつ分かりやすくお答え

いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 さて、中国の武漢で発生しました新型コロ

ナウイルス感染症による世界的なパンデミッ

クが明らかになってやがて３年ということに

なりますが、感染防止に関しては極めて慎重

を期していたにもかかわらず、11月７日、私で

すが、とうとう我が家においても感染するに

至ってしまいました。 

 私は、11月９日頃に腰が重たくなり、鼻声が

するかと思ったらいつの間にか高熱が出てお

り、関節痛も重なって感染が発覚しました。高

熱が３日間続きました。処方された解熱剤な

どを服用しましたがなかなか収まらず、せき

が出て、鼻が詰まるなどで息苦しさも合わさ

って大変な思いをしました。一言で言います

と、インフルエンザを自力で治すといったよ

うな印象でございました。これ個人差があり

ますので、僕の場合はそうだったというよう

な感じで、油断はならないというような状況

だと思います。 

 それで一月ほどたつんですが、いまだにこ

の喉元がすっきりせず、たんが絡むといいま

すか、ごほんという感じでなりますし、鼻声の

ような状態でございますけれども、完治とい

うか快方しておりますので、お聞き苦しい点

があると思いますけれども、どうかひとつご

容赦をお願いしたいなと思います。 

 それでは、今回は２問でございます。 

 初めの質問は、公共交通の今後の展望につ

いてというものでございます。 

 ３点伺っていこうと思いますが、質問の順

序を変えさせていただき、２点目から伺いた

いなと思っております。 

 本年６月の総務委員会において、石川中央

都市圏地域公共交通協議会の中で、鉄道会社

のほうから、上下分離方式による持続的運行

に関する申入れがあったということで示され

ました。 

 上下分離方式とは、鉄道などの経営におい

て、鉄道施設の保有、維持管理──これを下部

──と列車の運行──これを上部──の実施

組織とを分離し、それぞれの会計を独立させ

る方式というものでして、鉄道会社の思いは、

鉄道インフラ部分を行政が運営し、鉄道会社

が列車の運行のみ実施したいというものだそ

うです。上下分離方式、いろんな方法ある中で

の一般的なものを述べさせてもらいました。 

 石川線と浅野川線とありますが、内灘町を

走る浅野川線の認識で、また、路線の維持管理

等に着目して話を伺いたいと考えております

ので、よろしくお願いします。 

 現在は運行企業に対し、町として、どのよう

な予算措置といいますか、どのようなことが

行われているのか、お示しいただきたいと思

います。また、それは運行に係る運営補助金と

いった類いのものなんでしょうか。どういっ
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た性質を持つのか、ちょっと教えていただけ

ないかなと思いまして質問させていただきま

す。お願いします。 

○議長【清水文雄君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 皆様、おはようござい

ます。 

 現在、サッカーのワールドカップがカター

ルで開催されております。日本は惜しくもベ

スト８進出にはなりませんでしたが、この大

会において、試合後のロッカーをきれいに片

づけたり、スタジアムのごみを拾う姿など、日

本では当たり前の振る舞いが世界を驚かせて

おります。試合は残念でございましたが、日本

人として大変誇らしく感じたところでござい

ます。 

 町民の皆様におかれましては、師走に入り

日に日に寒くなってまいります。どうぞご自

愛いただき、輝かしい新年をお迎えください

ますようお願いを申し上げます。 

 それでは、磯貝議員のご質問にお答えいた

します。 

 北陸鉄道に対する補助としましては、浅野

川線及び石川線に係る鉄道施設の安全性確保

のため、線路や電気設備の改修、車両更新など

のハード面での設備投資について、国、県、沿

線自治体で支援している次第でございます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 ありがとうございま

す。相当ざっくりとした内容だったので、もう

ちょっと詳しく説明していただければなと思

ったんですけど。 

 予算措置ということで、先ほど町長が言わ

れたように、安全に係る施設の整備とか車両

の更新に係るものということで、町が所管し

ているといいますか受け持っているのは、大

体事業費総額の10分の１というふうにお話の

中で伺わせていただきました。 

 その安全管理などに係る負担割合というの

は、沿線自治体で、国、県、町と市とで分けて

10分の１ほどということで負担割合があるん

ですが、この割合というのが十分なのか、それ

とも足りないのか、ちょっと分からないんで

すけど、現在の予算措置が今の安全管理の趣

旨ということで、先ほどおっしゃられたこと

であるならば、上下分離方式となった場合、運

行管理に係る負担というのは、町はどのくら

い想定しているんでしょうか。 

 まだですけれども、どのくらいの負担増に

なるのか、それとも現在と大差ないことにな

るのか、それとも想定があれば教えていただ

ければなと思いましてお聞きしたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 現在行っております鉄道施設総合安全対策

事業につきましては、国が３分の１、県が３分

の１、そしてあとの３分の１を沿線自治体で

負担しているものでございます。先ほど議員

のほうからの10分の１というのは、その沿線

自治体分３分の１の分の10分の１でございま

す。全体事業費からすれば30分の１になりま

す。 

 それと、上下分離につきましては、国、県も

参加している石川中央都市圏地域公共交通協

議会において、北陸鉄道線の持続可能性確保

の観点から、今後の在り方について、現在、検

討を行っている状況であります。 

 現時点では方向性などを含め何も決まって

おらず、負担額の議論の段階に至っておりま

せんが、いずれにしましても、町民の生活に影

響を及ぼさないよう取り組んでまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 丁寧なご説明ありがと

うございました。 
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 そうですね。まだ全然決まってないという

ことで、まだ町の負担の金額に対する議論ま

で至ってないということですので、そういう

ね、全く答えられないというのはもちろん

重々承知です。分かります。 

 私としましては、鉄道インフラというのが、

鉄道・運輸会社が路線などを敷設して、線路な

どを敷設しまして、それを維持管理して、厳し

い安全管理の下で安心・安全な運行を行って

いくものと認識しておりますが、その申入れ

があったことに対して、公共交通という、公共

というものであることから、道路などと同じ

ように所管の自治体が管理するのが妥当では

ないかというような考えに基づいているとい

うことのように感じてしまったんですが、ち

ょっと上下分離方式が採用をもしされた場合、

これ仮定の話なのであれなんですけど、もし

採用された場合、運賃には必要経費として路

線の維持管理なども含まれていると思われま

すので、運賃の値下げなども考えられること

から、運営内容の情報の透明化を十分に行い

監視していくというような必要があるのでは

ないかと思いますので、町としてその辺のし

っかりとした意識といいますか、持っていた

だければ、町民の足としてしっかりとは機能

していくんじゃないかと思うわけでございま

す。 

 次に行きますけれど、先月下旬に、町内を走

るバスや鉄道を、鉄道会社の決算発表があっ

たのは皆さんご存じかと思います。赤字とな

っていることが発表されました。 

 観光業に大きなダメージを与えたコロナ禍

による旅客数の減少やその回復の遅れが響き

まして、企業努力を続け、運行の安全を維持確

保する車両の更新さえも抑えるなどした上で

の最終赤字だそうで、これまで以上に企業努

力を続ける中、利用者に対して旅客運賃の見

直しにご理解をいただきたいということで、

事実上値上げの方向性を打ち出しました。 

 これに対し、金沢市内の高校に通わせる生

徒の保護者からは、収入も増えてないのに通

学費が上がるのはきついと、また上がるのか

というようなことを言われました。もちろん

通勤で公共交通を利用する町民の皆様にとっ

ても同じです。 

 本会議冒頭の川口町長の提案理由の説明中

にも述べられました、食料品を含む生活必需

品の値上げが相次ぎ、昨年と比べ消費者物価

指数が3.6ポイント上昇したということと、北

陸電力も４月から大幅な値上げの申請を行っ

たということ、また、ロシアによるウクライナ

侵攻の影響による穀物価格やエネルギー価格

の上昇、さらには、年初に比較して大幅な円安

による輸入価格の上昇があることで家計への

影響が重く、今後も続くと見られています。 

 これだけ上げられますと、生活に対する絶

望的な感覚にとらわれてしまうのもあります

けれども、決してそうではありませんで、それ

だけとも言えませんで、物価の上昇が賃金の

上昇へ、また年金の上昇へと反映されるまで

には時間のずれがあるので、それまでの間、家

計はかなり厳しいということになります。 

 つまり、生活必需品の値上げが増える、賃

金、年金等の上昇だとかがやってくる、このず

れのある期間の苦しい時期を町が補助して支

えていかなければならないと考えるわけでご

ざいます。 

 長いデフレのトンネルを今ようやく抜け出

す出口が見えてきたところだと、私は認識し

ております。通学するお子様を持つ子育て世

代をしっかり支え、生産年齢世代にとって魅

力的な施策を進めて、内灘町にどんどん人を

呼び込んでいく必要があるのではないでしょ

うか。 

 我々の年代、世代ですかね、バブルが崩壊す

るとともに就職氷河期ということになりまし

て、大学を卒業しても職がないとか、大学院へ

の通学を続けるとか、大変な時代でした。それ

がデフレ時代を生きてきましたわけで、そん

な世代の切実な訴え、子供たちの未来への投
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資という、生産年齢世代への支援策として、来

年度予算に、まずは１年、定期券補助など掲げ

ていただきたいと思います。 

 以前、私も一般質問しました、土屋議員も一

般質問の中にありましたように、定期券補助

ということで改めてお尋ねいたします。定期

券補助などの対策が必要だと思いますが、ぜ

ひ進めていただけないものでしょうか。お願

いいたします。 

○議長【清水文雄君】 上出勝浩都市整備部担

当部長。 

 〔都市整備部担当部長 上出勝浩君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【上出勝浩君】 ご質問

にお答えいたします。 

 コロナ禍における利用者数の回復の遅れや、

燃料費、電気料金の上昇などの影響により、公

共交通事業者がバスと鉄道の運賃を値上げす

る方針を発表したことを受けまして、町とし

ても、利用者の負担が増えることについて憂

慮しておる状況であります。 

 ご提案の通勤通学に係る定期券補助につき

ましては、マイカーによる移動であったり、高

校の送迎バスや自転車などの、公共交通以外

の利用者との不均衡が生じることもあります

ので、現在のところ実施する考えはございま

せん。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 以前答えていただいた

理由、答弁と同じなわけで、ほかの方法で通勤

通学している方たちとの不均衡というふうな

ことなんですが。 

 皆さんにはなかなか我々の世代の気持ちが

なかなか以心伝心しないような感じがしまし

てつらいという思いがあるんですけど、例え

ば、単年度でもいいんで、その後の社会情勢を

見極めた上での制度化の補助制度の延長とか

ね、あるいはその廃止の判断を行うといった

ような方向で検討する。本当に単年度でとい

うのを検討してもらえないかなと思うんです

が。さらにちょっと、もう１回お願い、ちょっ

と話しするんですが、定住促進策として行わ

れている住宅に係る助成金というのは、内灘

町に移住する方々に向けてなどが含まれてい

ると思うんですが、現在住んでいる方々に対

しても、町にとって重要な生産年齢人口世代

ということでもありますので、ここへの不均

衡といいますか、そこの世代に対して補助を

するような格好で、川口町長が言う、住んでよ

かった、住み続けたい町へとつながるのでは

ないでしょうか。 

 さらに、通勤通学に公共交通を利用する皆

様の生活をお支えするということで、改めて

バス、電車の利便性に着目がされ、利用者増へ

とつながっていくのではないでしょうか。も

う一度お答えいただけますでしょうか。 

○議長【清水文雄君】 上出部長。 

 〔都市整備部担当部長 上出勝浩君 登壇〕 

○都市整備部担当部長【上出勝浩君】 ご質問

にお答えいたします。 

 繰り返しとなりますけれども、公共交通以

外の利用者との不均衡が生じることもあり、

現在のところ実施する考えはございません。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 はい、分かりました。 

 そうですね。値上げをした後に町民の声が

もっと大きくなってくれば、また改めてお話

しすることになるんかなと思いますけれども、

不均衡があるということで、もうちょっと私

のほうも研究して詰めていければなというふ

うに思います。 

 ３番目の質問に移りますけれども、運営方

式がいまだにまだ議論にもなっていないし、

これからということですので、料金改定の内

容も明らかになっていませんし、ちょっと省

略をさせていただきまして、今後の議論に注

目して改めてお尋ねできればなというふうに

考えております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、２問目に移りたいと思います。 
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 都市計画道路の向粟崎放水路線の計画の現

状と取得用地の有効活用についてというもの

です。 

 内灘町土地開発公社が平成13年12月25日に

用地取得をして以来、20年以上動きの見られ

ない場所となっているようです。社会情勢も

変化しており、以前、当初の計画からの変更が

説明されたこともあります。地域住民に開放

したり、貸したり、利用を促すことで、有効活

用につなげられるのではないかと考える次第

でございます。 

 そこで、本計画の中身を改めて確認させて

いただき、皆様に知らしめることで、利用を促

すことができるのではないだろうか、有効活

用につなげていければなと期待するところで

質問をしていきたいと思います。 

 計画策定段階における人口増加や交通量の

増加など、当初の見込みがあまりに長い期間

を経たことで変化し、計画の縮小変更が説明

されたということですが、現在の計画の状況

と事業化の見通しをお尋ねしたいと思います。

お願いいたします。 

○議長【清水文雄君】 上前浩和都市整備部長

兼北部開発推進室長。 

〔都市整備部長兼北部開発推進室長 上前浩和君 登壇〕  

○都市整備部長兼北部開発推進室長【上前浩

和君】 ご質問にお答えいたします。 

 現在の状況につきましては、計画延長3,240

メートルに対し、暫定を含めた供用延長は

1,350メートル、未供用延長は1,890メートル

であります。 

 次に、事業化の見通しにつきましては、向粟

崎放水路線は、国の補助事業となる道路幅な

どの構造を決定した段階であり、今後、現地調

査や基本計画のほか、事業計画の策定など幾

つもの検討を行い、国の事業採択を受ける必

要があります。 

 そのため、現在のところ事業化の見通しは

立っておりません。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 ありがとうございま

す。 

 事業化に向けての見通しをお尋ねしたわけ

ですが、国の補助事業を受けるために幅決定

した程度で、まだまだ進めなきゃいけない、決

めなきゃいけない、用地にしても取得せんな

んものがあるんじゃないかということで思っ

ておるんですけど、そういう段階をまだたく

さん踏まなきゃいけない、また見通しが立っ

ていないというふうにお答えいただきました。

ありがとうございます。 

 そうですね。なかなか事業への道のりが長

いということです。ということは、毎年、広大

な草地、僕言ってるのは鶴ケ丘のところの土

地になるんですけど、広大な草地の管理など

維持管理費用がかかっていると思われます。 

 本年９月の決算特別委員会においても早期

に事業の進捗を図れとの指摘があったように、

事業用地を借入金によって取得していること

を踏まえ、どれくらい時間がかかるのか示す

ことができるならば、有効活用への道が開け

るのではないかと思うわけでございます。 

 ただ、先ほど事業化の見通しが立っていな

いということで言いにくいかと思うんですが、

そこで、有効活用したいなという方が、どなた

かおいでた企業があった場合、ハードルとな

るその規制とか制限などといったものがある

のでしょうか。お示しいただきたいと思いま

す。 

○議長【清水文雄君】 上前部長。 

〔都市整備部長兼北部開発推進室長 上前浩和君 登壇〕  

○都市整備部長兼北部開発推進室長【上前浩

和君】 ご質問にお答えいたします。 

 規制や制限につきましては、都市計画法第

53条の規定により、建築物を建築する場合に

は都道府県知事の許可が必要となります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 ありがとうございま
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す。 

 建築物を建てる場合は知事の許可が要ると

いうふうにお答えいただいたわけですが、一

般的には知事の許可って要らんけど、計画用

地の中であれば要るということですか。ちょ

っとすみません、そこ分からんかったので教

えてください。 

○議長【清水文雄君】 上前部長。 

〔都市整備部長兼北部開発推進室長 上前浩和君 登壇〕  

○都市整備部長兼北部開発推進室長【上前浩

和君】 ご質問にお答えいたします。 

 今、磯貝議員が言われたとおり、一般的な話

としまして今お答えしました。 

 次に、土地開発公社が所有する一部の土地

とか、そういった形で今現在有効活用してい

ることにつきましては、そういった話で言い

ますと、その使用者と土地開発公社含めた形

の中での個別のお話となると考えています。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 ありがとうございま

す。 

 それでは、知事の許可を得て、じゃ使おうと

思ったときですけれども、どれくらいの期間

利用できるのかとか、借り入れるには幾らぐ

らいかかるのかと。少しでも分かれば、まとま

った土地であるから利用を考えるきっかけに

もなりそうなんですが、先ほど言われた個別

事案で使用者と土地開発公社との話合いとい

うことで相談ということになるというのはち

ょっとハードルが高いのかなというふうな印

象でありまして、企画が先なのか、条件の提示

が先なのか、ジレンマに陥りそうなものなの

で、条件などを先に明示されたほうが企画を

しやすいのかなというふうに思ったものです

から、ちょっと質問させていただいたわけで

ございます。 

 最後に、公社がほかに所有する土地で有効

活用されている事例などをお示しいただき、

併せて、これまでに有効活用に向けた動きや

問合せなどがなかったか、お聞きしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長【清水文雄君】 上前部長。 

〔都市整備部長兼北部開発推進室長 上前浩和君 登壇〕  

○都市整備部長兼北部開発推進室長【上前浩

和君】 ご質問にお答えいたします。 

 内灘町土地開発公社が所有する一部の土地

につきましては、付近住民の有料駐車場とし

て有効活用しております。そのほか、北鉄浅野

川線粟ヶ崎駅近くの土地では、通学等の駐輪

場に使用するなど、有効活用に努めておりま

す。 

 次に、有効活用に向けた動きや問合せにつ

きましては、隣接している町会に有料駐車場

としての利用を確認しましたが希望はなく、

現在も町会からの問合せはありません。また、

そのほかの問合せにつきましても、現在のと

ころございません。 

 今後につきましても、同様の問合せがあっ

た場合、その都度、利用計画などを確認した上

で、都市計画道路向粟崎放水路線など、計画す

る事業の支障とならないか判断し、有効活用

に努めてまいります。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 磯貝議員。 

○４番【磯貝幸博君】 ありがとうございま

す。 

 地元の町会というか、私住んでいる町会の

ほうには問合せを１回入れたけれども、全然

その反応、要望がなかったということでお聞

きしまして、ありがとうございました。 

 この計画のほう、当初の計画策定段階とい

うところでは、工事の行政担当者とか多くの

関係者が町の発展とか利便性を熟慮されてご

努力を重ねてこられた結果と存じております。 

 ただ、全国的に少子化が急速に進み、超のつ

く高齢化によって、内灘町の人口は平成25年

にピークを迎えています。以来、減少を続けて

いる現状があります。これから10年先は、私の

個人的な予想でございますが、約2,000人程度
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の減少を想定しての危機感を持って動いてお

ります。交通事情はさらに変容していくんじ

ゃないかというふうに思っています。 

 もろもろ考えてまいりますと、好立地の財

産を塩漬け状態で放置しておくのはもったい

ないと思うわけでございまして、町の負担を

減らすために、僅かでもあれ、活用の方法を探

るのが重要だと思っております。今後とも、計

画の進捗などに注視してまいりたいと思いま

す。 

 これで私の質問を終わりたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議長【清水文雄君】 ７番、生田勇人議員。 

   〔７番 生田勇人君 登壇〕 

○７番【生田勇人君】 議席番号７番、生田勇

人です。 

 令和４年内灘町議会12月会議におきまして

一般質問の機会を得ましたので、通告内容に

従い一問一答方式にて質問をします。今回の

質問は１点のみとなっておりますので、町長

並びに執行部におかれましては、明快な答弁

をお願いいたします。 

 さて、先ほどの町長のご挨拶と少しかぶる

んですが、サッカーワールドカップでの日本

チーム「ＳＡＭＵＲＡＩ ＢＬＵＥ」の活躍は

世界を魅了し、日本では、その快進撃に喜び、

沸き上がりました。ベスト８には届きません

でしたが、選手のプレーと監督の立ち居振る

舞いに多くの感動をいただきました。また、日

本人サポーターの清掃活動や選手のロッカー

ルームでの対応が評価されましたことは、同

じ日本人として誇らしく感じたところであり

ます。 

 サッカーは既に日本は強豪国だということ

を世界に知らしめた、まだ大会は続いており

ますが、日本にとってはそんなワールドカッ

プであったと感じます。次回大会ではベスト

８の壁を破れると大いに期待するところです。 

 スポーツは、人々に多くの感動をもたらし

ます。もちろん指導者の熱意や選手の努力あ

ってこそですが、幼少期、成長期にその競技を

取り巻く環境も重要となり、後々の活躍に大

きく影響を及ぼすことは明白です。 

 少子化によるスポーツ人口減少も懸念され

る中ではありますが、将来、多くの人々に感動

を与えることができる選手がここ内灘から輩

出されますよう、しっかりとした土台をつく

り育成する、そんな環境づくりに町も積極的

に取り組んでいっていただきたい、そう願い、

今回の質問を行います。 

 それでは、中学校部活動の地域移行につい

て質問をしていきたいと思います。 

 本年６月に、運動部活動の地域移行に関す

る検討会議より提言がまとめられ、スポーツ

庁が公開しました。 

 なかなかご存じでない方も多いのではない

かと存じますが、休日の運動部活動を地域の

皆様の力を借り、お任せしようとの内容に関

して、来年度からの取組が決定しているとい

うことで、中学校運動部活動に所属する生徒

を持つ保護者や、小学校、特に中学入学を控え

る児童を持つ保護者の方々より、またスポー

ツ関係者等々から様々な情報や不安の声が届

いております。 

 この中学校部活動地域移行についての内容

について、大まかな内容や現在の部活動との

変更点をまずお聞きしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 桐山一人教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 ご質問にお答えいた

します。 

 これまで学校の運動部活動は、スポーツに

興味、関心のある生徒が参加し、その責任者と

なる教員の指導の下、学校教育の一環として

行われてまいりました。 

 しかしながら、議員が今ほど話をされたよ

うに、近年の少子化、そして教職員の働き方改

革、こういったことなど学校を取り巻く環境

が大きく変化していることから、令和７年度

を目指して、学校部活動を休日の地域クラブ
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活動へ段階的に移行することが示されたもの

でございます。 

 これにより、部活動は、学校教育から学校と

連携して行う地域クラブ活動として位置づけ

られることとなるものでございます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 ありがとうございまし

た。 

 今ほども教育長おっしゃいましたけど、地

域移行にかじを切る大きな要因としては、１

点目は、少子化の進行によるもの。これは、生

徒数の減少により各学校部活動数の維持継続

が困難となり、今後、部活動種目の精査を迫ら

れるのではないかと懸念されるところでもあ

ります。 

 ２点目は、教職員の長時間労働によるもの

で、残業や休日出勤など、昨今の教職員の働き

方改革により労働環境の改善が喫緊の課題で

あるためです。実際、教職員の成り手不足が深

刻な問題とされています。教職員の労働環境

を伝え聞いてか、私の知る中でも、多くの大学

生これまでもおったんですけど、教職を専攻

しながら教師への道には進まないといった現

状を見てまいりました。 

 さて、国は来年度当初からの実施を決定し

ている中で、もう12月に入りました。不安の声

が上がる中で、町としては、この地域移行をス

ムーズに行うべくどのような取組を行ってい

るのか、様々な視点でお聞きしていきたいと

思います。 

 まず、中学校部活動の地域移行に関し、地域

総合型スポーツクラブプラッツをはじめ、ス

ポーツ少年団、体育協会に所属する各競技の

協会や連盟とは現在、この地域移行に関する

話合いを進めているのかをお聞きいたします。

進めているならその内容を、進めていないな

ら今後の方針をお聞かせください。 

○議長【清水文雄君】 桐山教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 町では、学校やプラ

ッツうちなだ、スポーツ協会など各種団体を

対象に、本年８月、運動部活動の地域移行につ

いて勉強会を実施したところでもあります。 

 また、先般11月には、町主催の内灘町総合教

育会議が開催され、教育委員の皆様と情報を

共有したところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 これまで、数回ではあ

りますけど、話合いが持たれたということで、

来年度まであと残り三、四か月というところ

に来ておりますけれども、今後、もっともっと

話を詰めていってスムーズに移行していただ

ければというふうに願うものであります。 

 現在、内灘中学校では、部活動の休日を、主

要大会前期間を除き、平日１日と日曜日を休

日としております。休日部活動を地域移行し

た場合の大会への引率や練習会への参加等々

の引率はどうなるのか、平日、休日で指導方法

に一貫性がなくなるのでは、また、地域移行活

動時においての安全はどうなるのかといった、

まだまだ聞きたい点が山ほどあります。 

 地域団体にご理解いただきスムーズな移行

ができたとしても、それを指導監督される

方々への負担も大きいと感じますが、併せて、

地域移行がスムーズに進めることができない

部活動があった場合には、ＮＰＯ法人である

プラッツうちなだにおいて、補助金の申請額

を増やすなどし、休日の専任指導者をパート

などで雇用することは可能でしょうか。 

 この地域移行に関して支援する内容が含ま

れた第２次補正予算が12月２日に参議院を可

決され、通過、成立しました。その詳細な内容

は把握できていませんが、予算額は19億円と

いうことであります。来年度でも当初でそれ

なりに、地域移行に係る補助金等を予算化す

るものと考えます。 

 地域移行がままならない競技の休日指導に

ついてどうお考えか、お聞きいたします。 
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○議長【清水文雄君】 桐山教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 お答えいたします。 

 部活動には、生徒にとってふさわしい地域

スポーツ環境の充実が求められます。 

 その一つとして、専門性や資質、能力を有す

る指導者の確保が必要と考えます。 

 今後、国から示されるガイドラインに基づ

いて、また、県からの方針、プラッツうちなだ

などの各種団体と協議を進めてまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 ありがとうございまし

た。 

 ぜひ指導者の確保と一体で見て、国、県から

のまだ通達といいますか方針が決まってない

中ではありますが、やはり今の内灘中学校の

部活動数、たくさんの部活動がありますけど、

そこが縮小されることなく、やっぱりやりた

いことを中学校入ってするという気持ちもご

ざいますので、休日の、今ほど言いました予算

を増やして専任指導者を補助するといったこ

ともぜひ考えていただきたいなというふうに

思います。 

 これまで質問してきたものは、あくまで町

関連の団体にて地域移行を実施する前提で行

いました。 

 それと併せ、提言書では、実施主体としてク

ラブチームやプロスポーツチーム、民間事業

者や大学等々も想定しながら地域移行に対応

と記載されています。そしてこのようなスポ

ーツクラブ等での大会参加が認められるよう

な記載も見受けられ、なお一層、子供たちや保

護者を混乱させます。 

 平日は内灘中学校何々部、休日は実施主体

となるチームとなることも予想され、所属は

一体どこを主体とするのか。あくまでもそれ

は当事者の判断に委ねると言ってしまえばそ

れまでですが、生徒と保護者に対し、学校で部

活動を指導する教職員との関係性にひずみは

生じないか。あくまで休日はどこに所属しよ

うが、大会参加の主体は所属の中学校である

といった地域移行のルールづくりが必要とも

感じますが、町の見解をお聞きいたします。 

○議長【清水文雄君】 桐山教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 お答えいたします。 

 大会における参加者の条件は、大会それぞ

れの主催者が取り決めるものと認識しており

ます。 

 全国中学校体育大会いわゆる全中への参加

につきましては、日本中学校体育連盟いわゆ

る日本中体連が、地域スポーツ団体などに所

属する中学生の参加を承認しているところで

あります。 

 しかしながら、その具体的な参加方法につ

いては、現在のところまだ示されておりませ

ん。 

 今後も連盟の方針を確認してまいりたいと

考えております。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 ありがとうございまし

た。 

 一方では、今後さらに加速するであろう少

子化時代を見据えたとき、現在の内灘中学校

のような多種目、豊富な競技の部活動の存続

も危惧されております。 

 また、専門に競技指導を行える教職員も不

足してくると懸念されるなら、今ほど質問し

ましたとおり、クラブチーム等での参加が認

められるのなら、地域の競技活力を維持する

ためにも、かほく市、津幡町と力を合わせ、１

市２町での合同チームや合同練習会の実施な

どを考えていかなければならない時期に入っ

たのではないでしょうか。 

 過去に金沢市が、校下を越境して、市内どこ

の中学校にでも希望すれば通学できるとした

時期がありました。今も続いているのか分か

りませんけれども、その結果として、運動部活
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動では、１校に有力選手が結集するといった

金沢連合チームのような中学校が出来上がっ

た競技種目も多々見受けられました。 

 人口45万人を超える市と約２万7,000人の

町でどう立ち向かえるのか、どうすれば伝統

ある内灘中学校の選手たちを石川県下や全国

で輝かせることができるのかを常に考え、指

導に当たられてきた先生方のご苦労に、頭が

下がる思いです。 

 その一つの中学校に有力選手が集まる名残

は、現在も競技によっては続いております。先

ほど申し述べましたとおり、部活動競技種目

の存続と地域の競技活力を失わないためにも、

１市２町で力を合わせる方向性を示していく

べきと考えますが、町の見解をお聞きいたし

ます。 

○議長【清水文雄君】 桐山教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 お答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、地域の競技活力は大

切でございます。生徒のスポーツ・文化芸術活

動の機会が損なわれないよう、例えば、中学校

間における連合チームや合同部活動などの取

組も有意義であると考えております。 

 河北郡市での協力につきましては、今後示

されるガイドラインを参考に研究してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 部活動の地域移行には

生徒たちの安心・安全も保障されなければな

らず、団体にスムーズに移行できたとしても、

そこには保険料や、併せて施設使用料などが

かかる場合もあります。 

 それらを月謝や会費として負担することと

予想され、町内団体での休日部活動移行がな

かなかなされない競技においては、町外への

保護者の送迎や公共交通機関での移動といっ

た負担も上乗せされますが、このような家庭

への負担増が考えられる場合、どのような対

応をしていくべきと考えているのでしょうか、

お聞きいたします。 

○議長【清水文雄君】 桐山教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 お答えいたします。 

 家庭の負担への対応につきましては、財源

も含めて国の方針を注視しながら調査研究し

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 生田議員。 

○７番【生田勇人君】 あと来年度まで、先ほ

ども申し述べましたとおり、４か月ぐらいに

迫りながら国、県の方針が示されてないとい

うことで、なかなか答弁、はっきりとしたもの

をいただけるということは難しいのかなとい

うことは重々承知しておるんですけれども、

やはり、今もう年末迎えて年越したらあと３

か月ということになるんですけど、保護者

等々の不安を取り除くためにも今日質問させ

ていただきました。 

 聞きたいことはまだまだあるんですけど、

今ほど言いましたとおり、教職員と地域で指

導に携わる方々の不安は、12月に入ってさえ

なお払拭されないと思います。 

 理想は、部活動といえど学校教育の一環と

して、競技力の強化のみならず、そこには悲し

いことやつらいこと、それを乗り越えた喜び、

仲間との連帯感を育み責任感を醸成する、ま

さに教育と並び立つ人間形成の場と捉えてお

ります。 

 理想は、町内各種団体と連携し、全ての部活

動において地域移行がスムーズに行える環境

を期待しますが、一方では、方針が決まってい

ない中にもかかわらず、水面下で強豪チーム

への勧誘、引き抜きが見受けられるとの話も

伝え聞いております。 

 国は、３年間の休日移行期間を経て平日の

地域移行も視野に入れており、中学校教育の

一環と位置づける部活動を中学校から切り離

すことは有望な人材の流出につながり、生涯
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スポーツと後進の育成、競技裾野の拡大にこ

れまで一生懸命取り組んできたスポーツに関

わる全ての町民の方々の、その意欲と活力を

失いかねない大きな問題と捉えております。

また、完全分離された場合、教職員の負担は減

るでしょうが、地域団体の負担は増えます。そ

の場合、しっかりとした手当ても考えていっ

ていただきたい。 

 中学に入ったらこの部活で頑張りたい、そ

んな子供たちの意欲をそぐことのないよう、

あらゆる部活動が、競技が中学校からでもこ

れまでどおりスタートできるような均等な機

会をしっかりと確保していただきたく、また、

生徒、保護者、教職員と指導者には、不安を取

り除くような地域移行の取組を、４月まで時

間がない中ではありますが、早め早めの正確

な情報発信を求めます。 

 以上、スポーツ人口の減少を食い止め、町に

根づく生涯スポーツの土壌をどう守っていく

のか、自らも内灘中学校柔道部を牽引し全国

大会に導いたことのある桐山教育長に見解を

お聞きし、質問を終わります。 

○議長【清水文雄君】 桐山教育長。 

   〔教育長 桐山一人君 登壇〕 

○教育長【桐山一人君】 お答えいたします。 

 町といたしましては、子供たちが将来にわ

たりスポーツや文化に触れ合う機会を確保す

ることは、地域に受け継がれてきたスポーツ、

文化、こういったものの継承、発展、また新し

い価値の創造につながる大変有意義なものと

考えております。 

 今後も情報収集に努めながら地域や各種団

体と連携を図り、町の生涯スポーツの推進、芸

術文化の振興に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 なお、今回ご質問をいただいたことで、私自

身も、今ほど議員のお話もあったように、現場

で汗を流してきた者でございます。ただ、社会

情勢が大きく変化する中でどうしていけばい

いのかなというのを私自身も思い悩んでいる

ところでもあります。 

 議員がこの部活動の地域移行についてご質

問いただいたこと、こういったことを通して

多くの方が注目され、ご理解いただいて、こう

いった機会となることを通して、今後、多くの

方々のご協力をいただかないことには前に進

まないというふうに考えております。 

 そういったことを思い、今回の生田議員の

ご質問いただいたことは非常に感謝をしたい

というふうに申し上げたいと思っております。 

 私からの答弁は以上でございます。 

○７番【生田勇人君】 終わります。 

○議長【清水文雄君】 ８番、恩道正博議員。 

   〔８番 恩道正博君 登壇〕 

○８番【恩道正博君】 議席８番、恩道正博で

す。 

 令和４年12月会議に質問の機会をいただき

ましたので、通告に従いまして一問一答方式

で質問を行います。 

 ２つの項目について質問をさせていただき

ます。１つ目はマイナンバーカードの普及と

活用について、２つ目は新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金の増額、強化

で物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に

対する支援について、以上、大きくは２つにつ

いて質問をさせていただきます。 

 まず最初に、マイナンバーカードの普及と

活用についてであります。 

 デジタル庁が昨年９月に開設されてから今

月で１年３か月になります。 

 他国に後れを取るデジタル化推進にマイナ

ンバーカード普及が欠かせないと、政府は、令

和４年度末までにほとんどの国民に取得させ

る目標を掲げています。目標達成に向けて掲

げた最大２万円のマイナポイントも思うよう

に成果が上がらず、９月末までのカードの申

請期限を12月末に延ばしました。 

 総務省はホームページで、都道府県や市町

村ごとの取得率を本年５月から公開し、交付

率が全国平均を下回る自治体を重点的フォロ
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ーアップ対象団体に指定し、対策強化を要請

をしております。 

 そこで、マイナンバーカード普及と今後に

ついて質問をさせていただきます。 

 まず最初に、内灘町の最新のマイナンバー

カード交付数と交付率、併せて全国の最新交

付率についてお伺いをいたします。 

○議長【清水文雄君】 中川裕一町民福祉部担

当部長兼住民課長。 

〔町民福祉部担当部長兼住民課長 中川裕一君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長兼住民課長【中川裕一

君】 お答えいたします。 

 本年11月末時点で、町におけるマイナンバ

ーカードの交付数は１万4,071件、交付率は

53.6％であります。 

 また、全国の交付率につきましては、同じく

本年11月末時点で53.9％であります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 内灘町の交付率53.6、全国が53.9というこ

とで全国平均を僅かですけれども下回ってお

ります。多分これは、先ほど申しましたとお

り、総務省から各月末ごとに交付されている

数字だと思います。 

 そこで、ちょっと質問にはないんですけど、

内灘町は石川県内で見た場合、交付率はどの

ような順位とか、そういう交付率が分かりま

したらお答えをお願いしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 中川部長。 

〔町民福祉部担当部長兼住民課長 中川裕一君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長兼住民課長【中川裕一

君】 お答えいたします。 

 地方公共団体情報システム機構いわゆるＪ

－ＬＩＳが公表している数字でいきますと、

内灘町は県内では今現在17番目となっており

ます、交付率。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。部長には、通告にございませんでしたけれ

どもお答えをいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 次に、マイナンバーカードの交付率が伸び

ない要因の一つには、マイナンバーカードの

安全性、いわゆるセキュリティについて不安

が考えられますが、マイナンバーカードの安

全性と個人情報の管理についてお伺いをいた

します。 

○議長【清水文雄君】 中川部長。 

〔町民福祉部担当部長兼住民課長 中川裕一君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長兼住民課長【中川裕一

君】 お答えいたします。 

 マイナンバーカードの安全性と個人情報の

管理につきまして、ＩＣチップ部分には、銀行

等のキャッシュカードと同様に、パスワード

を設定して情報を保護しております。 

 また、パスワードの入力を一定回数間違え

るとロックされる仕組みとなっており、不正

に情報を読み取ろうとした場合には、ＩＣチ

ップが壊れる対抗措置が講じられており、高

いセキュリティ性が確保されております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございま

す。 

 今ほど安全性については答弁をいただきま

したけれども、個人情報の管理について答弁

をお願いいたします。 

○議長【清水文雄君】 中川部長。 

〔町民福祉部担当部長兼住民課長 中川裕一君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長兼住民課長【中川裕一

君】 お答えいたします。 

 個人情報の管理に関しましても基本的に、

今ほど申し上げましたとおりに、ＩＣチップ

部分の安全性で示されております。 

 カード自身には、氏名、住所、生年月日、性

別、顔写真、12桁のマイナンバー等の記載はあ

りますけれども、その他、税情報や年金給付情
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報等のプライバシーの高い情報は入っておら

ず、個人情報は漏れない形となっております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 マイナンバーカードの安全性と個人情報の

管理について答弁がありました。 

 こういうことに関してもなかなか、我々も

含めて町民の方々がその安全性についてなか

なか不安を持っとるということで、それはま

た町のほうでも、機運もさることながら、そう

いう安全性も含めてホームページなり、当然

普及を目指すために開示されていただきたい

と思います。 

 次に、３番目ですけれども、マイナンバーカ

ード普及に向けたマイナポイント第２弾の、

今やっておりますけれども、改めて制度概要

と、子供さんが取得する際の手続についてお

伺いをいたします。 

○議長【清水文雄君】 中川部長。 

〔町民福祉部担当部長兼住民課長 中川裕一君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長兼住民課長【中川裕一

君】 お答えいたします。 

 マイナポイント第２弾の制度概要につきま

しては、まず、今月末までにマイナンバーカー

ドの交付を申請した方で、令和５年２月末ま

でにマイナポイントの付与の申込みをした方

が対象となります。 

 内容といたしまして、健康保険証の利用申

込みと公金受け取り口座の登録をした方がお

好きなキャッシュレス決済サービスにそれぞ

れ7,500円分のポイント、計１万5,000円分の

ポイントがもらえる制度でございます。 

 第１弾のマイナポイントは、申込みをして

からお好きなキャッシュレス決済サービスに

チャージや決済した分の25％、最大5,000円分

のポイントがもらえる制度で、第２弾は、第１

弾のポイント分も合わせて最大２万円分のポ

イントがもらえる制度となります。 

 次に、未成年者がマイナンバーカードを取

得する場合につきましては、年齢により交付

方法が違います。 

 まず、15歳未満の方がマイナンバーカード

を受け取る場合には、法定代理人の方がお子

様とご一緒に来庁する必要があります。ただ

し、未就学児の場合は、パスポート等の顔写真

証明証があれば、法定代理人のみでマイナン

バーカードを受け取ることができます。 

 15歳以上の方がマイナンバーカードを受け

取る場合には、本人のみでマイナンバーカー

ドを受け取ることができ、法定代理人の方の

付添いは必要ありません。 

 なお、どの年齢にもかかわらず、マイナンバ

ーカードを役場で受け取る場合には、健康保

険証と子ども医療証などの本人確認書類や交

付通知書が必要となります。 

 次に、マイナポイントの取得方法につきま

しては、お子様などご自身での申込みが困難

な場合、法定代理人がご自宅でスマートフォ

ンなどを利用して申込みをすることができま

す。 

 なお、マイナンバーカード、パスワード、キ

ャッシュレス決済サービスのカード、本人の

通帳があれば、役場で申込みの支援を行って

おります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 今、部長から重要なことを述べていただき

ましたけど、まず、マイナンバーカードの申請

は12月末まで延びて、来年２月までに取得す

ると。でしたね。 

 あと、子供さんの取得について答弁をいた

だきました。ホームページでは、18歳以下対象

ということで、11月の補正で上がってきまし

た5,000円分の商品券がつきますよという、い

わゆるホームページで上がっておりましたけ

れども、そこには一応マイナンバーカードの
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作り方とありました。 

 先ほど部長が答弁されました細かい、15歳

以下、18歳以下ですか、そこら辺の部分が何か

ホームページのところでは抜けているように

思うんですが、そこら辺も付け加えて、やっぱ

り町民の、せっかく補正で5,000円の商品券で

すか、そういうことで、そこら辺のちょっと追

加をされたらどうかと提案をいたします。 

 答弁をお願いします。 

○議長【清水文雄君】 中川部長。 

〔町民福祉部担当部長兼住民課長 中川裕一君 登壇〕 

○町民福祉部担当部長兼住民課長【中川裕一

君】 お答えいたします。 

 ホームページ等の周知につきましては、再

度内容を確認して、詳細な内容が分かるよう

な形で周知に努めてまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 せっかくの、この11月補正で上げたマイナ

ンバーカード、18歳以下を対象とした5,000円

分の商品券のこれについても、カードの、いわ

ゆる先ほど答弁でありました、期限が決まっ

ておりますので、やっぱりそういう細かなＰ

Ｒも必要かと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 次に入ります。 

 令和３年10月から医療機関、薬局でマイナ

ンバーカードを健康保険証として利用できる

マイナ保険証については、いわゆるマイナ保

険証対応に係る医院とか病院なんですけれど

も、受診に係る窓口負担が、従来の保険証で受

診したよりもマイナ保険証を利用した方の費

用負担が余計にかかり、割高でありました。 

 厚生労働省は、このマイナ保険証を普及さ

せるため、この10月から患者負担額を引き下

げる形で診療報酬加算措置の見直しがありま

したが、マイナ保険証で医療機関を利用した

負担額と従来の保険証を利用した負担額につ

いてお伺いをいたします。 

○議長【清水文雄君】 北野享町民福祉部長兼

保険年金課長。 

〔町民福祉部長兼保険年金課長 北野享君 登壇〕  

○町民福祉部長兼保険年金課長【北野享君】 

 ご質問にお答えいたします。 

 マイナンバーカードを保険証として利用し

たときの負担額は、窓口負担３割の方で、本年

10月より、初診時は６円、調剤は３円となって

おります。 

 一方、従来の保険証を利用した場合、初診時

は12円、調剤は９円となっており、マイナ保険

証の利用が割安となっております。 

 マイナ保険証を利用した窓口負担につきま

しては、本年４月より導入されましたが、従来

からの保険証に比べ割高に設定されたため、

議員ご指摘のとおり、マイナ保険証を用いて

受診すると窓口負担額が増えるという現象が

発生いたしました。 

 このことは、マイナンバーカードの普及促

進、保険証として使える便利さをうたうこと

と逆行しているとの意見が相次ぎ、国でも見

直しがなされたものでございます。 

 マイナ保険証の普及促進は、国がその利便

性を掲げ、マイナンバーカードの普及と併せ

登録促進を図っているところであり、マイナ

ンバーカードの交付を受けた皆様には、保険

証としての利用登録をお願いするものでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 マイナ保険証を使った場合、今ほどありま

した、従来の保険証に対して６円、そして従来

は12円と、逆に従来の方は上がったというこ

とで、確かに本来なら、私の意見でいけば、マ

イナ保険証を使うとか使わんにかかわらず、

本来はお金を取る必要がないと思うんですが、

国の、厚労省の方針ですからどうにもなりま
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せんけど、本来、こういうマイナンバーカード

とかマイナ保険証を普及する場合にはそうい

うことは、医療機関は当然カードリーダーと

かいろんな設備はかかりますけれども、そう

いう点はやっぱり、私の持論ですけど、国が持

つべきだというものであります。 

 ということで、マイナ保険証を使った場合、

対応する保険金額は安くなるということで。 

 それでは、次に移ります。 

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録

により、マイナポータルで特定健診の状況や

薬剤情報、医療費などが確認でき、確定申告の

医療費控除も可能になるとのことですが、そ

の詳細についてお伺いをいたします。 

○議長【清水文雄君】 松井賢志総務部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 現在、マイナンバーカードとマイナンバー

カード読み取り対応スマートフォンがあれば、

会社員の方や年金を受給されている方は、ス

マートフォンにて国税電子申告、いわゆるｅ

－Ｔａｘによる確定申告の医療費控除を行う

ことができます。来年からは、自営業の方もス

マホにて確定申告できる予定でございます。 

 さらに、マイナポータルアプリの「もっとつ

ながる」サービスを活用しｅ－Ｔａｘと連携

することで医療費通知書の情報を取得し、確

定申告書に自動で入力できる便利な機能もご

ざいます。 

 なお、医療費の情報につきましては、原則、

保険診療分の情報となり、来年の申告より１

年間分の情報が取得可能となります。 

 マイナンバーカードを活用することによっ

て、自宅にいながらいつでも電子申告するこ

とができます。ぜひご活用いただければと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 そういう進んだ取組でありますけれども、

一つお聞きしたいんですけど、そのマイナポ

ータルの情報というのは、あくまでかかった

病院というか医療機関がそういう体制という

か、取ってないとそういう情報が上がってこ

ないんですね。これだけ確認したいんですけ

ど。 

○議長【清水文雄君】 松井部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 今ほどの質問ですけれども、あくまでも保

険診療の分が情報等入ってきますので、それ

が情報となります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 それでは、次の質問に入ります。 

 マイナンバーカードにつきましては、冒頭

にも述べましたけれども、政府は来年３月末

までにほぼ全ての国民に取得させる目標を掲

げ、交付率が全国平均を下回る自治体を重点

的フォローアップ対象団体に指定し、対策強

化を要請しております。 

 さらに、政府は、来年度からマイナンバーカ

ード交付率を地方交付税の算定に反映させる

方針で、カードの普及に伴う自治体の経費を

賄うとしております。 

 この地方交付税は、地方公共団体間の財源

の不均衡を調整し、全ての自治体が一定の行

政サービスを提供できるよう財源を保障する

ためのもので、地方の固有財源であります。 

 そういったことで、地方交付税の算定にマ

イナンバーカード交付率を反映させることは

明らかに地方交付税制度の趣旨に反するもの

と考えますが、町の見解をお伺いいたします。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 
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○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 普通交付税の算定にマイナンバーカードの

交付率を反映させることにつきましては、現

在、国において検討していると伺っておりま

す。 

 町といたしましては、カードの交付率によ

り、自治体間で格差が生じないよう検討して

いただきたいと考えております。 

 今朝の朝刊ですか、の紙上にもありました

とおり、国のほうが、これまでデジタル田園都

市国家構想交付金の受給要件を交付率でとい

う話だったんですけれども、これ申請率に変

更をされました。これは全国の知事会から交

付率ではなく申請率にしてくれというような

要望がありまして、そのようなことが書かれ

ておりました。 

 したがいまして、町といたしましては、今後

ともマイナンバーカードのさらなる普及促進

を図るため、先月29日から専用窓口の設置や、

マイナンバーカードを所持する18歳以下の町

民に対しギフト券を交付する事業をこれまで

どおり行っていきたいと思っております。 

 このデジタル田園都市国家構想交付金の受

給要件ですけれども、これ申請率の53.9％以

上の自治体というふうな発表をされています。

現在、内灘町の申請率は62.45％でクリアして

いるということを報告いたします。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 確かに、まず交付率と申請率、時間差があり

ますから、一、二か月ぐらいの、極端なことを

言えばあります。先ほど田園都市構想にも、最

初は交付率がうたわれておりましたけれども

申請率というふうなことで、どちらにしても、

先ほど中川部長からもありましたとおり、内

灘は石川県では交付率が若干下のほうでござ

いますので、これはやっぱり町も議会も挙げ

てそういうことで交付率なりを伸ばしていけ

ればなと思っております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金に関係する増額、強化で物価

高騰の影響を受けた生活者や事業者に対する

支援についての質問でございます。 

 内閣府地方創生推進室は本年９月に、新型

コロナ感染症の影響の長期化及びコロナ禍に

おける物価高騰対策として、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金に電力・

ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金

を創設し、原油価格・物価高騰対策として、予

備費と既存の予算も活用した6,000億円規模

の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方

交付金を創設しました。 

 交付金は、エネルギー・食品価格等の物価高

騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地

域の実情に応じたきめ細かな事業を実施する

取組に活用することとして、各自治体に推奨

事業メニューが示されております。 

 推奨事業メニューには生活者支援と事業者

支援があり、それぞれ４項目の支援メニュー

があります。そのうち事業者支援の内容は、１

番目に医療・介護・保育施設、公衆浴場など、

２番目には農林水産業、３番目には中小企業、

４番目には地域公共交通や地域観光業等に対

する物価高騰対策支援のメニューであります。 

 町でも新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金を活用して、９月、11月の補正

予算でそれぞれ事業者支援を行っていますが、

その中で医療施設すなわち医療機関に対する

支援が含まれていませんでした。 

 厚生労働省は９月13日に、各都道府県、市区

町村に医療機関への物価高騰の負担軽減に向

けた交付金の積極的な活用を検討するよう通

達を出しております。電力・ガス・食料品等価

格高騰に苦しむ医療機関は、他の事業者と同

様に経営を圧迫していることに変わりはあり

ません。全国では15都道府県が９月補正予算

などで、物価高騰に苦しむ医療機関への直接
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支援を決めております。 

 町も医療機関に対し、ほかの事業者と同様

に支援すべきと思いますが、その理由につい

て町の考えをお伺いいたします。 

○議長【清水文雄君】 松井総務部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の活用につきましては、町では、物価

高騰等の影響を受ける町民の皆様への生活支

援を第一に考え、元気内灘地域応援クーポン

券事業で活用するほか、社会福祉施設などの

支援に活用しております。 

 医療施設への支援につきましては、他自治

体では、県など都道府県において支援を行っ

ている事例が多いことから、今後、県の動向を

見据え、調査研究してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 恩道議員。 

○８番【恩道正博君】 ありがとうございまし

た。 

 これは他の動向を見極めるのでなく、やっ

ぱり町が率先していろんなね、これまでもあ

りました。コロナ禍のときに医療従事者に感

謝とかそういうこともありましたとおり、確

かに町も、生活者支援、事業者支援、いろいろ

たくさんメニューはございますけれども、そ

ういう意味では今後のコロナ禍、まだまだ感

染が収まっておりません。 

 そういう意味では医療機関への、いわゆる

内灘町においてもこれからいろんな医療機関

がそういう体制も整えていただくためにも、

ひとつそこら辺は再度、他の市町、動向に関係

なく、町単独でそういう支援を行うというこ

とも必要かと思いますので、私の考えを述べ

て、答弁はよろしいですから、私はこれで質問

は終わります。 

 ありがとうございました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【清水文雄君】 この際、暫時休憩とい

たします。 

 再開は午後１時半からといたします。 

           午前11時36分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後１時30分再開 

    ○再   開 

○議長【清水文雄君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【清水文雄君】 お諮りいたします。本

日の会議時間は、議事の都合によりあらかじ

め延長いたします。これにご異議ありません

か。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 ご異議なしと認めま

す。よって、本日の会議時間を延長することに

決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【清水文雄君】 一般質問を続行いたし

ます。 

 10番、夷藤満議員。 

 なお、夷藤議員におかれましては、体の都合

により、着座にて質問することを議長におい

て許可したことを報告いたします。 

 それでは、夷藤議員。 

   〔10番 夷藤満君 登壇〕 

○10番【夷藤満君】 （自席より）議席番号10

番、夷藤満です。すみませんが、体調を考慮し

て座ったままで、今ほど議長のお許しをいた

だきましたので質問をさせていただきますの

で、お許しをいただきますようよろしくお願

いをいたします。 

 令和４年12月会議において町政一般質問の

機会を得ましたので、通告に従い一問一答方

式で質問をさせていただきます。答弁に当た
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ります町長並びに関係部課長には、分かりや

すく、今後に期待の持てる答弁をお願いいた

したいと思います。 

 世界では、今もなおロシアとウクライナの

戦争が続いており、非常に残念に思います。一

日も早い終息を願っております。 

 また、コロナ禍も全く先が見えてこない中、

早い人でコロナワクチンの５回目の接種が行

われ、一方では、接種の後遺症で苦しんでいる

人や悩んでいる方々が多いと聞きます。 

 年末に来て、生活を直撃する報道ばかり耳

にいたします。来年４月より電気料金値上げ

の話や電車やバスの料金の値上げの話、燃料

費の高騰により食品4,225品目がさらに値上

げされ、お正月のお節料理のイクラやかずの

こにも大きな影響が出ております。また、若者

に将来的に重くのしかかるであろう年金の納

入期間の延長など、国民が元気を出したくて

も出せないような社会情勢であります。 

 町では、少しでも負担を減らすために、燃料

費の助成やプレミアム商品券の配布など様々

な手当てを行っておりますが、負担が大き過

ぎて生きていくのが精いっぱいだというよう

な声しか聞こえてまいりません。 

 先日行われたワールドカップでは、日本の

選手の活躍で、日本中の皆さんが勇気と希望、

そして元気をいただけたのではないでしょう

か。また、サポーターが試合後、会場のごみ拾

いなどをする行為が世界で称賛されたことが

紹介されておりました。私たちも日本選手に

負けないように、皆さんで知恵を出し合い、力

を合わせて頑張っていかねばならないと思い

ます。 

 ここで、毎年恒例になっております、12月会

議で町長に漢字で一文字をお聞きしておりま

すが、もしよかったら後ほど答弁をいただけ

ればと思っております。 

 私の質問は、大きく２点であります。１点目

は特殊詐欺について（オレオレ詐欺）、２点目

は副町長について、町の考えをお尋ねいたし

ます。 

 本日は傍聴席に、職員の皆さんも勉強とい

うことで傍聴されており、これも私が以前一

般質問で、自分たちの上司が何をやっている

か知らない職員がいるんではないか、議会と

いうものがどのようなものかということを若

い人たちに勉強してもらう機会として傍聴に

参加するようお願いした経緯もございますの

で、お伝えしておきたいと思います。 

 初めに、特殊詐欺（オレオレ詐欺）について。 

 昨年の資料になりますが、令和３年の特殊

詐欺の認知件数は１万4,498件、被害額は282

億円と前年に比べて総認知件数は増加したも

のの被害額は減少しておりますが、被害額は、

過去最高となった平成26年の被害額565億

5,000万円から半減したものの、依然として高

齢者を中心に被害が高い水準で発生しており、

深刻な情勢であります。 

 被害は大都市圏に集中しており、東京の認

知件数は3,319件、大阪1,538件、神奈川1,461

件、千葉1,103件、埼玉1,082件、愛知874件及

び兵庫859件で、総認知件数に占めるこれらの

７都府県の合計認知件数の割合は70.6％、１

日当たりの被害額は約7,730万円、１件当たり

の被害額は202万円となっております。 

 その中でも高齢者の被害状況を見てみます

と、実に65歳以上の高齢者被害の認知件数は

１万2,724件で、総認知件数に占める割合は

88.2％となっております。65歳以上の高齢女

性の被害認知件数は何と9,907件で、総認知件

数に占める割合は68.7％となっております。 

 主な手口別では、オレオレ型特殊詐欺は約

99％と還付金詐欺の100％が電話によるもの

で、その一方で、架空料金請求詐欺は、電子メ

ールが約46％、電話が約33％で、残りは、はが

き、封書、ファクス、ウェブサイト等によるも

のです。 

 石川県警察本部によりますと、今年９月末

までに県内で発生した特殊詐欺事件は62件で、

このうち還付金詐欺が32件、全体の過半数と
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なり、被害に遭うのは65歳以上が８割を占め

ているそうです。また、被害の総額も大幅に増

えて約１億7,000万円余りとなり、去年１年間

の被害額の３倍以上となっております。 

 また、７月に入ってからも、検察官を名のる

男などからうその電話を受けた県内の80代女

性が3,900万円余りをだまし取られる事件や、

11月に入り、白山市の70代男性が3,480万円を

だまし取られ、また、内灘町の20代男性が有料

サイトの未払い金があると言われ、電子マネ

ーで140万円をだまし取られ、12月に入っても、

金沢市内の90代女性が340万円だまし取られ

る被害が相次いでおります。 

 警察は、自治体が保険料を還付する際は郵

送で案内するなど、電話だけで手続を済ます

ことはないとし、注意を呼びかけております。

その上で、常に留守番電話に設定して、電話を

かけてきた相手と内容を確認してから電話に

出ることや、電話で払戻しなどのお金に関わ

る話が出たら詐欺を疑い、電話を切ることな

どの対策を呼びかけております。 

 先ほどから紹介しているように、詐欺の多

くが電話によるもので、警察も留守番電話を

うまく活用するように啓発しております。 

 石川県警察本部では、通話録音警告機の貸

出しというサービスを行っております。警察

は、石川県全体で243台所有して、広く県民に

貸出しを行っております。そのうち218台が既

に貸出中ということです。 

 警察では、詐欺の電話に対する通話録音装

置や留守番電話機は非常に有効だと考えてい

るようです。また、通話録音装置や留守番電話

機を導入したことでいたずら電話も減ってい

るという報告が上がっております。 

 私たちが暮らしている地域を所管する津幡

警察署管内で、特殊詐欺に対応する通話録音

装置の貸出しの台数は19台で、そのうち18台

が既に貸出しされているようです。 

 津幡警察署から実物をお借りしてきました

ので、皆様にもご覧いただきたいと思います。 

 このような品物になります。アダプターと

３点セットになっております。これは「振込め

詐欺見張り隊」という名前のものです。この通

話録音装置は電話線から電話機の間につけて

設置するもので、つながる前のアナウンスは、

「この通話は、迷惑電話防止のため録音をさ

せていただきます。ご了承ください」とアナウ

ンスが流れ、つながるようになっております。 

 ここで、近隣の市町の取組を紹介したいと

思います。 

 初めに、かほく市は、今年から通話録音装置

等購入助成金を新設。対象者については、市内

に住所を有し居住している方。１、65歳以上の

独り暮らしの方、２、65歳以上の方だけで生活

している世帯の方、３、日中、65歳以上の方だ

けで生活している世帯。対象機器につきまし

ては、通話着信時の発信者に通話内容を録音

することを自動でアナウンスし、通話内容を

自動で録音する機能のあるもの。１、固定電話

機取付け型通話録音装置、２、固定電話機。１

世帯につき１台だけ補助が出ます。それと、市

内の店舗で購入したものとあります。補助金

につきましては、対象機器の購入費用の２分

の１、上限が7,000円であります。申請につき

ましては領収書、保証書の写しなどが必要で、

対象機器の購入した年度の３月31日までに申

請することが必要となっております。 

 続いて、津幡町の状況はといいますと、対象

につきましては、町内に住所を有し、次のいず

れかに該当する世帯。１、65歳以上のみの世

帯、２、日中、高齢者のみとなることが常態の

世帯。補助金につきましては、購入費の、かほ

く市と一緒で２分の１、上限7,000円というこ

とです。対象機器についてもかほく市と同じ

でございます。また、令和４年４月１日以降に

町内の店舗で購入したものに限る。１世帯に

つき１台。申請に必要なものは、申請書、領収

書、そして電話機の確認できるカタログなど

となっております。また、２か月以内または年

度末のいずれかの早い日になっています。 
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 かほく市、津幡町も今年から始めたもので、

内灘町では既に平成27年、町内の方から通話

録音装置40台の寄附を受けております。先ほ

ど紹介したこの通話録音装置と同じ物が、警

察が所有しているものと同じ物が町の方から

寄附されて、40台あります。今ほど言いました

ように、町では寄附していただいた物が40台

ありますので、内灘町の町民は購入しなくて

も貸出ししていただけるものです。 

 さて、寄附された方は平成26年当時、新聞や

テレビで高齢者の方がオレオレ詐欺にだまさ

れているということを報道で知り、ぜひ町で

効果的に活用して振り込め詐欺から町民の財

産を少しでも守っていただければという気持

ちで、詐欺防止に役立ててほしいとのことで

寄附していただきました。 

 町では、使い方をいろいろ協議した結果、町

が20台所有して、町社会福祉協議会が20台所

有することになりました。現在の使用状況を

調べたところ、令和４年11月18日時点で町が

所有している20台の現状は、10台が貸出中、４

台が故障中、６台が待機中、町社会福祉協議会

が所有している20台の現状は、２台が貸出中、

２台が故障中、16台が何と待機中ということ

であります。 

 大変前置きが長くなりましたが、まず初め

に、この通話録音装置を貸し出すに当たって、

ルールや条件といったものがしっかり定めら

れているのでしょうか。町の考えをお伺いい

たします。 

○議長【清水文雄君】 宮本義治総務課長。 

   〔総務課長 宮本義治君 登壇〕 

○総務課長【宮本義治君】 ご質問にお答えい

たします。 

 通話録音装置の貸出しにつきましては、町

で実施要綱を設け、ルールや条件を定めてお

ります。 

 貸出対象者は、65歳以上の高齢者がいる世

帯の方、または過去に特殊詐欺の被害に遭わ

れた方としております。 

 また、貸出しの期間は１年とし、費用は無料

でございます。 

 なお、貸出しを希望される方には、事前に町

または町社会福祉協議会へ申請書を提出して

いただいております。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員。 

○10番【夷藤満君】 町と社会福祉協議会で合

わせて22台が待機している状況でございます。

この通話録音装置を、まずは独り暮らしの高

齢者に対して積極的に利用するよう促す考え

がないのでしょうか。 

 また、このようなサービスがあることを知

らない高齢者の方が多いと思いますが、いま

一度、高齢者に対して周知するなどの考えが

ないでしょうか。地域の高齢者のことを一番

知っているのはやはり民生委員の方々だと思

いますので、民生委員の方々を通してや、広報

うちなだなどで掲載してはいかがでしょうか。 

 当然、町のホームページにも分かりやすく、

ここが高齢者の方々にとっては問題なんです

ね。分かりやすく、高齢者の方々がホームペー

ジを検索しやすいように載せていただき、町

民の皆様に広く周知を図っていただきたいと

思いますが、ご答弁をお願いします。 

○議長【清水文雄君】 宮本課長。 

   〔総務課長 宮本義治君 登壇〕 

○総務課長【宮本義治君】 ご質問にお答えい

たします。 

 現在、町ホームページで貸出制度の周知を

行っておりますが、今後は、民生委員の方々を

通じまして独り暮らしの高齢者等へＰＲする

ことや、町の広報に貸出制度を掲載するなど、

さらなる分かりやすい周知に努めてまいりま

す。 

 また、ホームページにつきましては、高齢者

の方でも分かりやすく検索できるように町と

しては努めておりますが、なかなか高齢者の

方も難しい点があるかと思いますけれども、

町としましては、何とか分かりやすく町民の
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皆さんに周知できるように努めてまいります。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員。 

○10番【夷藤満君】 善意で寄附された物が、

私としては、有効に使われていないことが非

常に残念に思います。 

 なぜかといいますと、故障中の台数が６台

あるということでございます。また、待機中が

16台。故障中についてと修理費はどれぐらい

かかるのでしょうか。お伺いいたします。 

○議長【清水文雄君】 宮本課長。 

   〔総務課長 宮本義治君 登壇〕 

○総務課長【宮本義治君】 ご質問にお答えい

たします。 

 現在、故障しておりました通話録音装置６

台のうち５台は、現在修理中でございます。そ

の修理費用につきましては、総額で約１万円

でございます。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員。 

○10番【夷藤満君】 総額で１万円ということ

で、実はこの機械１台の大体の単価ですけれ

ども、１万2,000円ぐらいから１万5,000円ぐ

らいの単価で、インターネットでも値段の差

に開きがあります。そういったものでござい

ますので、また購入等々を考えながら。 

 私、先ほども、今答弁いただきました、分か

りやすく努めていきたいということなんです

けど、実は、窓口で貸したらそこで終わりとい

うのではなく、設置に当たっては、高齢者が借

りたけれども設置の仕方が分からないとかと

いうようなときには、職員が自宅まで出向い

て取付けなどの丁寧な使い方の説明をしてあ

げるとか、そういうような前向きな考えがで

きないでしょうか。この点についてお伺いし

たいと思います。 

○議長【清水文雄君】 宮本課長。 

   〔総務課長 宮本義治君 登壇〕 

○総務課長【宮本義治君】 ご質問にお答えい

たします。 

 この機器のお申込みがありまして貸し出す

場合には、町職員または社会福祉協議会の職

員が出向いて設置することになっております。 

 以上です。 

○10番【夷藤満君】 ありがとうございます。 

 今ほどしっかり答弁をいただきまして、あ

りがとうございます。 

 また、聞くと、かほく市とか津幡町で、電気

屋さんとか町内のお店で購入して、購入した

けれども設置ができない、設定ができないと

いう、この中身に説明書がいろいろあるわけ

なんですけど、それがなかなか分からない、た

だ挿しただけでつながるというものではない

ということでいろいろ四苦八苦して、結局、買

ったけど使えないという方がおいでるという

話も聞いております。 

 町で行っている通話録音装置の貸出しが増

えたときには、新しく増やすことも計画に入

れて、また、石川県に対しても通話録音装置の

貸出台数を増やす要望をする考えなどがない

でしょうか。お伺いいたします。 

○議長【清水文雄君】 宮本課長。 

   〔総務課長 宮本義治君 登壇〕 

○総務課長【宮本義治君】 ご質問にお答えい

たします。 

 町といたしましては、今後、貸出しを積極的

にＰＲすることで貸出しの機器に不足が生じ

るような場合は、その台数を増やすことも検

討してまいります。また、県に対しましても台

数の増台の要請を行うことも検討してまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員、挙手して発

言してください。 

○10番【夷藤満君】 はい。 

 積極的な町の取組に期待するものでありま

す。 

 次の質問に移ります。 

 次の質問は、副町長不在について、町の考え

をお伺いしたいと思います。 
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 不在期間がおよそ３年になろうとしており

ますが、町長の任期期間の間に副町長を置く

考えがないのでしょうか。お聞きいたします。 

 町では副町長が選任されていない、不在状

況が続いておりますけれど、ある意味ではこ

れは異常事態だと思いますが、やはり町の行

政を執行する上で、本当に副町長の存在は大

きいと思っております。 

 副町長の事務分担に関する規則では、任務

としては、副町長は町長の指揮の下、政策及び

企画に参画し、政務を処理し、緊密な相互連絡

と協力をもって事務執行の能率的運営を図り、

共同してその責任を果たすことを基本的任務

とするというふうな内容でその任務が示され

ているわけですが、それは、議会の対策、議会

に関することと条例、規則、そして予算の編

成、職員の配置に至るまで、町長の代理、代行

としての役割が非常に重いということを意味

するものだと思っております。 

 町長の今後の考えをお伺いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長【清水文雄君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 まず最初に、今年の漢字一文字という質問

がございました。 

 今年の漢字一文字につきまして、私、当初、

早く世の中が再生しないかなという意味で、

再生の「再」という字を当てておりましたけれ

ども、この１年見ましていろいろなことがご

ざいます。物価上昇やら、あとウクライナの戦

争、それに自然災害などありまして、再生まで

いかなくて停滞の「滞」、滞るという字を今年

の一字としたいと思っております。 

 それでは、副町長についてのご質問にお答

えいたします。 

 副町長の選任につきましては、私が町長就

任以降、県との連携強化を図るため、平成25年

７月から令和２年３月末まで、県より職員を

派遣していただき選任してきたところでござ

います。 

 しかしながら、令和２年１月に新型コロナ

ウイルス感染症が国内で初めて確認されてか

ら人々の行動が制限されるようになり、町に

おいても各種行事やイベントが中止となりま

した。 

 この結果、対外的な行事が極端に減少し、こ

の３年間はコロナ対応に追われる日々が続き、

副町長が不在のままの状況となっておりまし

た。 

 議員が申されましたように、副町長は、行政

を執行する上で大変重要な役割を担っており

ます。 

 私といたしましても、内灘駅周辺整備事業

基本構想など、町の重要課題をより強力に推

し進めるためにも、副町長が必要であると強

く感じているところでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の収束はいまだ

に見えない状況が続いておりますが、社会経

済活動は徐々に回復の兆しも見られておりま

す。 

 副町長の選任に当たりましては、しかると

きに議会にお諮りしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員。 

○10番【夷藤満君】 現在、令和２年から副町

長が不在で、副町長の年間の給与約790万円、

期末手当約300万円、共済費ほかで約400万円、

合計約1,500万円掛ける３年で約4,500万円と

いう試算になります。 

 これは町長、副町長不在で財政が削減され

たと捉えているのでしょうか。私は金額以上

に、今ほど町長が申されたとおり、副町長の役

割は大きいと、また必要と考えておりますが、

町長のお考えをもう一度お伺いしたいと思い

ます。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし
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ます。 

 副町長不在につきましては、決して財政の

削減として考えているわけではございません。

先ほども申し上げましたが、副町長は大変重

要な役割がございます。 

 私といたしましては、財政面よりも、常日頃

より副町長の選任について念頭に置いており

ます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員。 

○10番【夷藤満君】 次に、管理公社の責任者

はこれまで副町長が就任されていたことなど、

副町長が不在で前任の教育長が兼務するよう

になってから管理公社に目が行き届かなくな

っているように思えるのですが、やはりしっ

かりとした担当者を選任すべきと考えますが、

町の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 管理公社につきましては、副町長不在の後、

教育長が理事長を兼務しておりました。 

 今回の管理公社における諸問題は、公社内

部と理事長との連携不足が原因の一つではな

いかなと思っております。 

 したがいまして、副町長や教育長が兼務す

ることには変わりはございませんので、まず

は公社職員と理事長との連携をしっかりと行

っていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員。 

○10番【夷藤満君】 県政も馳知事に替わり、

長期安定から行動力、実行力への動きを多く

の県民が期待していると思います。 

 馳知事による本格的な予算編成が行われよ

うとする中、10月には馳知事自ら内灘町へお

越しいただき、町長と町の懸案事項、要望事項

について話し合われ、道の駅なども視察され

たことを新聞で拝見いたしました。また、町長

からも全員協議会冒頭の挨拶でも紹介され、

うれしく思っておりました。 

 私は、副町長が不在のままでは、やはり危機

管理の観点からもよくないと思います。 

 そこで、副町長を馳知事に依頼してはいか

がかと思いますが、町長のお考えをお伺いし

たいと思います。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 今年10月に馳知事が来庁した際、知事より

真っ先に副町長不在の件を尋ねられ、県とし

ても協力するとの力強いお話があったところ

でございます。 

 私といたしましても、県からの職員派遣も

含め、副町長の人選を今後しっかりと進めた

いと思っております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 夷藤議員。 

○10番【夷藤満君】 副町長に関しては、早い

段階でまた議会のほうにも考え方をお示しい

ただきたいなというふうに思います。 

 これで私の質問は終わりますが、新しい年

が皆様にとりまして輝かしい年でありますよ

うに、また内灘町のさらなる発展を願って、質

問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【清水文雄君】 １番、土屋克之議員。 

   〔１番 土屋克之君 登壇〕 

○１番【土屋克之君】 議席番号１番、公明党

の土屋克之と申します。 

 公明党のキャッチコピーは、「小さな声を聴

く力。公明党」です。これには、全国約3,000

人の地方議員と国会議員のネットワークで生

活者の声を聞き取り、国政につないで、予算や

法律に反映してきた公明党の取組が表現され

ています。私もその一員として徹して、町民の

皆様の声を聴いた上で、質問させていただき

ます。 
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 本日は、「インボイス制度への対応につい

て」及び「多子世帯へのインフルエンザ予防接

種費用の助成について」の２つの質問をさせ

ていただきます。 

 １つ目の質問です。 

 政府は、インボイス制度を令和５年10月１

日から実施しようとしています。そして、その

ためのインボイス発行事業者の登録期限は令

和５年３月31日となっています。 

 表現がちょっと悪いですけれども、表向き

には、複数税率化において適正な課税を確保

する観点から導入される仕入れ税額控除制度

となっていますが、現状は、消費税の納付義務

がない売上げ1,000万円以下の免税事業者に

消費税を納付してくださいねという制度です。 

 現場の声は、「今まで払わずに済んだ消費税

を払わなくてはいけなくなる。大変だ」「個人

事業者の一人親方にとって売上消費税は、消

費税導入の平成元年から運転資金になってい

る。今さら勘弁してほしい」などです。 

 ここで、インボイス制度について少し説明

をさせていただきます。 

 インボイスとは、適格請求書という請求書

のことです。これまでの請求書との違いは、税

務署から与えられる事業者の登録番号が必要

となり、消費税を10％分と軽減税率８％分に

分けて表示することとなっています。買手（元

請）が仕入れ税額控除の適用を受けるために

は、帳簿のほか、売手（下請）からのインボイ

ス等の保存が必要となります。売手（下請）が

インボイスを発行するためには、消費税課税

事業者となり、税務署で登録を受ける必要が

あります。消費税免税事業者のままだと登録

番号はもらえません。 

 繰り返しになりますが、免税事業者とは売

上げが1,000万円以下の方々です。この方々は

今後、免税事業者のままインボイスを発行で

きなければ、取引先から仕事を断られること

になるかもしれません。また、課税事業者にな

ったとしても、新たな税負担と実務負担が増

えることになります。 

 ここで質問です。国政に対するご意見にな

りますが、インボイス制度について町はどの

ように考えているのかをお聞かせください。

よろしくお願いします。 

○議長【清水文雄君】 松井賢志総務部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 インボイス制度につきましては、適正な課

税の実現を図るためには必要な制度であると

認識しております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 土屋議員。 

○１番【土屋克之君】 適正な制度ということ

で、そのまま進行していくということですね。

ありがとうございます。 

 一方で、町の会計に目を向けます。 

 町の消費税に関しては、令和元年９月会議

に一般質問させていただきました。当時のご

答弁の一つには、「消費税及び地方消費税の納

付実績につきましては、平成29年度の場合、公

共下水道事業特別会計では1,297万6,800円、

新エネルギー事業特別会計では26万9,800円、

水道事業会計では49万1,600円でございまし

た」とあります。 

 この３つの特別会計に対するインボイス制

度への対応のお考えをお聞かせください。 

○議長【清水文雄君】 松井部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 本町の水道事業及び下水道事業につきまし

ては、消費税の申告義務のある課税事業者で

あることから、本年７月に適格請求書発行事

業者の登録を行っております。 

 また、インボイス制度に対応した請求書を

発行するためのシステム改修を今年度末まで

に完了する予定でございます。 

 なお、新エネルギー事業につきましては、発
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電事業を停止していることから、現在のとこ

ろインボイス制度の対応はしておりません。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 土屋議員。 

○１番【土屋克之君】 分かりました。 

 それでは、一般会計に対するインボイス制

度への対応のお考えをお聞かせください。 

○議長【清水文雄君】 松井部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 国または地方公共団体の一般会計に係る業

務として行う事業は、消費税法により、消費税

の申告義務はないとされております。 

 しかしながら、インボイス制度の導入後、町

の一般会計が制度に対応していない場合、事

業者は仕入れ税額控除を行うことができなく

なり、消費税の負担が増加することとなりま

す。 

 したがいまして、一般会計においてもイン

ボイス制度に対応する必要があることから、

本年11月に適格請求書発行事業者の登録を行

ったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 土屋議員。 

○１番【土屋克之君】 分かりました。 

 私が懸念しているのは、公益社団法人内灘

町シルバー人材センター会計に対するインボ

イス制度への対応です。 

 シルバー人材センターは、シルバー世代が

仕事や社会奉仕活動等を通じて生きがいのあ

る生活を送って、高齢者の能力を生かした活

力ある地域社会に貢献することを目的として

いる大事な公共的、公益的な団体です。 

 そこに働く方々の生活費についてですが、

定年退職後、いわゆるシニアライフを過ごす

ために必要となるお金は年々増加傾向にあり

ます。医療費の増加や物価の上昇と厳しい経

済状況です。 

 先日、センターの直前期の決算書を見させ

ていただきました。センターが就業会員に支

払う配分金は消費税を含んでいます。会員の

皆さんは、年間配分金が1,000万円以下の免税

事業者になりますが、消費税を払わなくても

いいようにインボイス登録をしないとしなけ

ればならないと考えます。そうなるとセンタ

ーは消費税額控除ができなくなり、消費税相

当額を新たに負担し、納税する必要が生じま

す。 

 しかしながら、公益法人であるシルバー人

材センターは、公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律に定める収支相償の

原則により、新たに生じる税を賄う財源があ

りません。直前期の決算書の受託事業収益、受

取配分金は4,466万1,314円で、事業費の支払

い配分金は4,466万1,314円と同額です。それ

がその法律で定める収支相償の原則のことで、

売上げと仕入れが同額ということです。 

 ここで質問です。私自身がしっかり理解で

きてない部分もありますが、私が懸念してい

る内容に同意していただけるでしょうか。お

願いします。 

○議長【清水文雄君】 松井部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 議員ご指摘のとおり、内灘町シルバー人材

センターにつきましては、現在、免税事業者で

ある会員が課税事業者の登録を行わなかった

場合、インボイス制度の導入後に新たな消費

税の負担が発生することになります。 

 したがいまして、シルバー人材センターの

事業運営に大きく影響してくるものと考えて

おります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 土屋議員。 

○１番【土屋克之君】 分かりました。 

 センターは、請け負った仕事の売上げの全

額を会員さんに配分しているのに消費税を払

わなければならなくなる。右から左のお金だ
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けなのに消費税を払わなければならなくなる。

とても矛盾があると思います。 

 古い議事録ですが、平成20年12月５日の議

事録の抜粋を聞いてください。 

 議員の一般質問から、「『消費税502万円、

修正申告』という見出しで出ておりました。金

沢税務署が内灘町に対して税務調査をし、法

的に請求できる５年分の消費税395万2,600円、

加算税58万8,000円、延滞税48万5,600円、合計

502万6,200円、そして直近分の消費税123万

7,900円と合わせますと626万4,100円。予算内

で流用し、９月末に納付したというお話を聞

いております」と議員の一般質問であり、そし

て対する町長のご答弁は、「消費税の納付につ

きまして、霊園事業特別会計及び土地区画整

理事業特別会計において、金沢税務署の指導

を受け、期限後申告・納付をしたものでありま

す。霊園事業特別会計につきましては、次年度

以降、一般会計に組替えすることで対処をし

たいと考えています」とあります。一般会計に

組み入れることによって、先ほど部長さんが

おっしゃっとった消費税の納税義務がなくな

るということを利用されたということです。 

 そこで、同じようにして、センターが町から

直に請け負う草刈りその他を一般会計で扱う

ことで、この消費税の納税負担が軽減されな

いものでしょうか。教えてください。 

○議長【清水文雄君】 松井部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 インボイス制度の導入後、シルバー人材セ

ンターの税負担が発生しないよう、現在、国に

おいて現行制度の契約形態を見直し、シルバ

ー人材センターを介さず、発注者と会員が契

約を結ぶ方向で検討がなされていると伺って

おります。 

 議員ご提案の町の一般会計として取り扱う

ことにつきましては、シルバー人材センター

の運営にも関わってくることとなりますので、

町といたしましては、今後の国の対応を注視

してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 土屋議員。 

○１番【土屋克之君】 分かりました。 

 今、部長がおっしゃったのは、通告の２日

後、11月26日土曜日の北國新聞に掲載された

ものです。ちょっと紹介させていただきます。 

 「シルバー人材センター 契約形態を見直

し 政府与党検討」という見出しで、「政府、

与党が全国に約1,300カ所ある『シルバー人材

センター』を介して働く人の契約形態を見直

す方向で検討していることが25日、分かった。

原則60歳以上に働く場所を提供するセンター

は、来年10月にインボイス（適格請求書）制度

が導入されると消費税負担が発生し、運営が

困難になると指摘されている。センターと会

員が契約を結ぶ現行の形態を、仕事の発注者

と会員が実質的に結ぶ形態に変更する方向で、

センターに新たな税負担は発生しなくなる。」

「現行制度では、シルバー人材センターは仕

事の発注者である企業や自治体、家庭から業

務の依頼を受け、会員と『請け負い』『委任』

といった契約を結んで仕事を任せている。こ

れを実質的に発注者と会員が契約を結ぶ形に

見直す。センターは仕事のマッチングや会員

の管理に専念する。見直しが実現すれば消費

税の納税義務はセンターから発注者に移る。

新たな税負担を理由に発注者が会員との契約

を敬遠しないよう政府は各センターに対し、

発注者へ丁寧に説明し、理解を得るように求

める方針だ。」と言われるこの記事が今の打開

策になっていくのでないかという新聞記事で

したが。 

 この案も考えたのですが、複数の売上先が

あることで、会員さんが複数の売上先が、セン

ターだけじゃなくて直に契約することによっ

て複数の売上げがあることで、就業会員の皆

さんが確定勧告時に租税特別措置法第27条、

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
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という55万円の無条件の経費を使えなくなる

可能性があります。就業会員の皆さんは事業

所得として確定申告しなければならなくなり

ます。税負担と実務負担が増える可能性があ

ります。さらに問題を大きくしてしまうので

はないかなと、この考え方は断念したんです

が。 

 で、私が思うのは、町から直に請け負う分で

すが、センターが町から直に請け負う草刈り

その他を、新聞記事のように、センターが介し

て町と就業会員さんが実質的に契約を結び、

その就業会員さんを町専属とするならば、町

の一般会計は消費税の申告義務がないし、セ

ンターの税負担も軽減されますし、就業会員

の皆さんは、租税特別措置法第27条、家内労働

者等の事業所得等の所得計算の特例を使える

のではないかなと考えました。 

 ちょっと荒っぽい計算なんですが、今のま

まですと、センターの課税売上高が約6,000万

円なので110分の10、消費税10％ばかりと考え

て110分の10の約500万円の消費税をセンター

は納付しなければなりません。今、現行です。 

 町への売上げが約6,000万円の半分と仮定

して、その約3,000万円を差し引いた残りの従

来どおりの営業分であるセンターの課税売上

高が約3,000万円ならば、消費税の計算の簡易

課税制度を選択することにより消費税の納付

額は約100万円、500万円から100万円に減りま

す。 

 町からセンターへの補助金を約100万円増

額しなければなりませんが、センターも就業

会員さんも守れるのではないでしょうかとい

うのが私の思いついたところなんですが、浅

はかかもしれませんが、インボイスの登録期

限が令和５年３月31日に迫っていますが、セ

ンターは登録、就業会員さんは未登録と確定

するならば、ご答弁いただきましたとおり…

…、ご答弁いただいていない。令和５年10月の

実施まで慎重なる対応をお願いしまして、１

つ目の質問を終わります。 

 ２つ目の質問です。 

 ３人のお子さんを持つ若いお父さんから、

「インフルエンザの予防接種を受けさせたく

てもお金がかかり過ぎる」とご相談を受けま

した。 

 例えば13歳未満の３人のお子さんの場合、

①お一人２回の接種となっています。②１回

分の接種費用が約3,000円です。③町の助成金

額は、お一人毎年度１回1,000円となっていま

す。計算式は「３人×１回約3,000円×２回接

種－1,000円の助成金×３人分」ということで

約１万5,000円となります。３人のお子さんを

持っているご家庭は、ワンシーズンで１万

5,000円は大変です。 

 話は替わりますが、11月18日に公明党県本

部で令和４年度第２次補正予算案出産・子育

て応援交付金事業の概要についてという勉強

会に参加しました。 

 この事業の内容は、市町村が創意工夫を凝

らしながら、妊娠届出時より、妊婦や、特に零

歳から２歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添

い、出産、育児等の見直しを立てるための面談

や継続的な情報発信等を行うことを通じて必

要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図

るとともに、妊娠届出や出産届出を行った妊

婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成

や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る

経済的支援（合計10万円相当）を一体として実

施する事業を支援するというもので、12月２

日に国会で可決成立しました。 

 ここで質問です。現在、新型コロナワクチン

とインフルエンザワクチンとの同時接種が可

能なので、同時流行に備えるためにもその出

産・子育て応援交付金事業に組み入れて、まず

は多子世帯へのインフルエンザ予防接種費用

の助成制度を見直すお考えがないものか、お

伺いします。よろしくお願いします。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし
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ます。 

 現在、内灘町における子供のインフルエン

ザワクチン接種費用の助成回数は、毎年度１

回でございます。 

 出産・子育て応援交付金事業に組み入れた

接種費用助成制度の見直しをというご質問で

ありますが、出産・子育て応援交付金事業は相

談支援と出産前後の経済的支援を一体的に行

う事業であり、予防接種費用の助成を組み入

れることは難しいと考えております。 

 今後は、子供のインフルエンザワクチン接

種費用の助成制度について、子育て世帯への

支援といたしまして助成回数や対象年齢の拡

充を検討してまいります。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 土屋議員。 

○１番【土屋克之君】 12月２日に可決成立し

たといえども、ちょっと読み込みが足りなか

ったようで、申し訳ありませんでした。 

 インフルエンザ、多子世帯はお金がかかる

ということで、ほかの意味でも考えてくださ

ればと思います。ありがとうございます。 

 以上、２つの質問の臨機応変のご検討をお

願いしまして、質問は終わります。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【清水文雄君】 この際、暫時休憩とい

たします。 

 再開は２時45分といたします。 

           午後２時29分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後２時45分再開 

    ○再   開 

○議長【清水文雄君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○一 般 質 問 

○議長【清水文雄君】 一般質問を続行いたし

ます。 

 ９番、北川悦子議員。 

   〔９番 北川悦子君 登壇〕 

○９番【北川悦子君】 議席番号９番、日本共

産党、北川悦子です。 

 物価高騰に暮らしが大変です。 

 そんな中、最近、園児や障害者への虐待の記

事に心を痛めています。静岡県の裾野市のさ

くら保育園では、元保育士の３人が担当の１

歳児に振るった信じられない数々の行い、カ

ッターナイフを見せて脅かす、「ご臨終です」

と寝た園児に言ったり、ブス、デブなど暴言を

浴びせたり、幼い心を傷つける悪質さも報告

されています。富山県、宮城県でも同じような

ことが起きていたと報道されています。 

 また、北海道西興部村の障害者支援施設清

流の里では、男性職員６人が入所者13人を裸

にして長時間放置したり部屋に閉じ込めたり

して、村は計38件の身体的・心理的虐待があっ

たことを確認したと報じられていました。 

 コロナ禍で親との面会もなく、怖くてどう

しようもない心をどのように表現したらよい

か、当事者本人たちの困惑した顔が浮かんで

きます。なぜ人権を無視したこんな恐ろしい

ことが起きるのか。国は動き始めました。解明

をしっかりしてほしいと思います。二度と起

こさないようにと願っています。 

 質問に入っていきたいと思います。 

 最初は、住民の命と福祉を守ることを自治

体の第一優先施策にと掲げている石川県社会

保障推進協議会が毎年実施している自治体キ

ャラバンの中で、内灘町でも前向きに取り組

んでいただきたい思いから２問質問させてい

ただきます。 

 １問目は、加齢性難聴者の補聴器購入費用

補助制度の創設です。 

 以前質問したときは、難聴は加齢により誰

もがなるもので補助できない、強度の難聴の

方には障害者としての助成制度があるとの答

弁でした。 

 加齢性難聴は、日常生活を不便にし、コミュ

ニケーションを困難にするなど、生活の質を
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落とす大きな原因となっています。また、厚生

労働省認知症施策推進総合戦略、いわゆる新

オレンジプランの中でも、認知症の危険因子

になることが指摘をされています。 

 日本の難聴者率は欧米諸国と比べて大差が

ないにもかかわらず、補聴器使用率は低く、日

本での補聴器普及の遅れが指摘されています。

なぜかというと、法的補助があるために欧米

諸国では補聴器を使用している率が高くなっ

ているということです。 

 現在、国の補聴器購入への助成は、障害者手

帳を持つ両耳の平均聴力レベルが70デシベル

以上の高度・重度難聴者が対象です。軽度、中

等程度以下の難聴者の補聴器購入には国の助

成制度がなく、全額自己負担となります。 

 2019年、日本補聴器工業会調査によると、補

聴器は片耳平均で15万円と高額になっている

ため、低所得者にとっては購入すること自体

困難となっています。そのため、補聴器を使え

ず生活に支障を来す加齢性難聴者が増えてい

る現状です。 

 2022年７月29日、全日本年金者組合の調査

によると、高齢者の補聴器購入に対して補助

している自治体は150自治体となっています。

全国的に広がりつつあります。 

 補聴器の普及で、高齢になっても生活の質

を落とさず、心身とも健やかに過ごすことが

でき、認知症の予防にもつながり、健康寿命の

延伸にもなり、医療費の抑制にもなります。中

等度以下の加齢性難聴者を対象とする補聴器

購入の補助制度の創設ができないか、お尋ね

をしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 川口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 加齢性難聴者の方への補聴器購入に対する

補助制度の創設につきましては、令和２年12

月会議における一般質問でもお答えいたしま

したとおり、難聴を含め、高齢による身体機能

の低下は誰にでも起こり得ることなどから、

現在のところ考えておりません。 

 町では、耳が不自由なことにより社会参加

を妨げられることがないよう、高齢者事業等

では、座席の配置や、視覚や情報を補うため資

料を配付するなど、環境整備に努めておりま

す。 

 今後も国の動向を注視するとともに、他市

町の情報収集に努めるなど、調査研究してま

いりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 加齢性難聴者というこ

となんですけれども、例えば歯にしても、それ

から目にしてもだんだん、加齢になっていけ

ば衰えていきます。そして白内障の保険が適

用されたり、また歯に対しても保険が利きま

す。 

 そういう中で、難聴というところで、これも

誰しも加齢になればなるものなんですけれど

も、本当は国が保険適用とか、そういうふうに

なっていくべきだというふうには思いますけ

れども、まだまだそこまで進んでいない現状

ですので、ぜひ内灘町で少しでも、補聴器が欲

しくても高くて買えない、しっかりした物を

買わないと、買っても使えないというような

ことが起きていますので、少しそういうとこ

ろへ目を向けていってほしいというふうに思

います。 

 通告には出していないんですが、加齢性難

聴の方の把握を、どれぐらいの方がいらっし

ゃるか把握をしているのでしょうか。特定健

診の中に聴力検査を入れることなど、今後の

課題にして検討していってほしいというふう

に思います。 

 高齢者が元気に暮らすことができるように、

再度、補聴器購入費用の補助を訴えて、次の質

問に移ります。 

 ２問目としまして、新型コロナウイルス感

染症の総合窓口の設置について質問します。 
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 第８波では、コロナ感染症とインフルエン

ザの同時流行も懸念をされています。収まる

ことのないコロナウイルスに、行政、また医療

従事者の方々には、ワクチン接種等大変なご

苦労をおかけしています。感謝をしています。 

 最近は、石川県内のコロナ感染者数しか分

からず情報が遠くなりましたが、内灘町のコ

ロナ感染者がゼロとなったわけではありませ

ん。今までコロナに感染したことを隠してい

たのが、誰が感染してもおかしくない状況に

ある最近では、身近に感染した方、濃厚接触者

となった方など多く聞くようになりました。 

 ワクチン接種が合い言葉のようにもなって

います。ワクチン接種をしたくてもアレルギ

ーがあり心配でできない人や、持病でできな

い人もいます。まだまだワクチン接種をした

から安心とは言えません。 

 ９月会議で新型コロナウイルス感染症関連

の窓口での相談件数、内容についてお尋ねを

しました。新型コロナウイルス感染症に係る

生活や健康、感染状況などの総合的な窓口を

設置しておりませんので、件数については把

握していないが、担当部署にて情報提供を行

うなど、適切に対応しているという答弁であ

りました。 

 町民がどんなことに不安を感じ、どんなこ

とに困ったのか、何を必要としているのかな

ど、コロナ感染に関する総合窓口を設置する

ことにより見えてくるのではないでしょうか。 

 第８波になって今さら遅過ぎるかもしれま

せん。情報が飛び交っていたときと違い、いま

だに収束しないコロナ感染症に対して、総合

窓口を設けることにより、県または保健所で

ないと分からない情報がどれぐらいあるのか、

どうすればよいのかなど、新たな感染症が発

生したときの参考になるのではないでしょう

か。 

 総合窓口を設置するよう訴えたいと思いま

すが、その件に対してのお答えをお願いいた

します。 

○議長【清水文雄君】 北野部長。 

〔町民福祉部長兼保険年金課長 北野享君 登壇〕  

○町民福祉部長兼保険年金課長【北野享君】 

 ご質問にお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症に関する相談は、

健康に関することや生活支援に関すること、

事業者支援に関することなど多岐にわたりま

す。 

 本年９月会議における一般質問でもお答え

しましたとおり、担当部署において適切に対

応してまいりますので、総合窓口の設置は考

えておりません。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 コロナウイルス感染症

は、収束すればそれで終わりではありません。

またいつ何どき、同じような新たなウイルス

が入ってくるかもしれません。 

 総合的にどうなのか、窓口ではワンストッ

プ窓口をしているというふうになっているか

と思いますので、やはりいらっしゃった方を

そこで、専門でない場合には、専門の方を呼ん

で件数的にどれぐらいあるのか、町民がどん

なことに不安を感じていらっしゃるのか、そ

ういうことを総合的に把握するということは、

今後にとってとても大事なことだと思うんで

す。 

 ただ担当部署で答えたからそれでいいと、

でもその部署で答えたことが本当に適切だっ

たのかどうかということも検証もされていな

いのではないかなということも思うんです。

適切に、専門ですからお答えになっているか

と思いますけれども、でも総合的に考えたら、

こっちの方面からこう考えたらもっといい方

法でその方に支援することができたかもしれ

ないし、こんなに保健所が遠くになって、津幡

にあったものが松任でないとというようなこ

とで不自由を感じていらっしゃることかと思

います。それで保健所でないと分からない問

題がこんなにたくさんあるんだというような
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ことも見えてくるのではないでしょうか。 

 そういう点で一度、ちょっと遅過ぎる総合

窓口にはなるんですが、今後のことを考えて、

やはりそういう窓口をぜひ設置してほしいと

いうふうに思いますので、検討をしていただ

けないでしょうか。 

○議長【清水文雄君】 北野部長。 

〔町民福祉部長兼保険年金課長 北野享君 登壇〕  

○町民福祉部長兼保険年金課長【北野享君】 

 ご質問にお答えいたします。 

 去る９月会議でも同様なご質問もいただい

ていたかと思います。そのときには、やはりプ

ライバシー保護の観点から、コロナウイルス

感染者や濃厚接触者の情報を有することがで

きないというものでございました。 

 したがいまして、保健所でも知り得ないこ

とを町でもというふうなところでございます

が、それぞれ皆様からのご相談に対応すると

いうことしかできない状況でございます。 

 そういったことからも、先ほどの答弁の繰

り返しになりますが、担当部署においてその

都度適切に対応してまいりたいというもので

ございます。 

 よりまして、現在のところ、総合窓口の設置

については考えていないというものでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 少し疑問に思うんです

が、保健所のところで個人情報ということな

んですが、どこの誰がコロナにかかったかと

かそういうことを聞くということではなくて、

心配事とか生活支援のこととか、また保健所

でないと分からないこともあるかと思うんで

す。そういう中でのことをお尋ねするところ、

そしてそれを統計的に取って今後に生かして

いくということでないと、今、担当部署等だけ

なので、「総合的に件数はどれだけあったんで

すか」と９月会議で聞いたときも分かりませ

んでしたね。そういうことのないように、どれ

ぐらい町民の方は不安に感じ、どういうこと

を求めているのかという把握をしてほしいと

いうふうに思ってますので、また検討をして

いただきたいと思います。 

 ３番目の質問に移ります。 

 内灘闘争を詠んだ芦田高子の歌碑建立につ

いて、2016年12月議会で一般質問をしており

ます。また、清水議長も一般質問で、着弾地に

歌碑の建立をと取り上げてきました。 

 北國新聞に、11月でしたかね、芦田高子の歌

碑が着弾地に建立と掲載をされていて、本当

にうれしく喜ばしいことと思っています。 

 今まで答弁では、歌碑は、町有地である総合

公園内であればという答弁でした。管理が大

変ということも理由でした。 

 今回、議会への説明もなく、北國新聞の掲載

で知ることになりました。一般質問をしてき

た者として、着弾地に歌碑が建立されること

になった経緯をお尋ねしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 堀川竜一教育部長兼学

校教育課長。 

〔教育部長兼学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕  

○教育部長兼学校教育課長【堀川竜一君】 ご

質問にお答えいたします。 

 歌碑の建立につきましては、これまで、芦田

高子さんのご子息と協議を進めてまいりまし

た。 

 町といたしましては、総合公園など町有地

での建立をご提案申し上げていたところであ

りますが、本年に入り、改めて宮坂の着弾地観

測所跡に建立したいという申出がございまし

た。 

 この申出を受け、再度ご子息との協議、調整

を進め、県の土地使用承認などの条件が整っ

たことから、現在、ご本人のほうで、年内の建

立を目指して歌碑を制作されているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 歌碑が建立されること
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になって、着弾地でということで本当にうれ

しいとは思います。 

 ただ、議会への説明もなく、新聞で知り得た

というようなところで、やはり一般質問とか

してきて、これはぜひこういうことはしてほ

しいというようなことを一般質問ではしてく

るわけなんですけれども、そうしたときに新

聞報道で知るんじゃなくて、それより先に、や

はり議会へ報告をしてほしいと。何か最近そ

ういうことが多いんですけれども、議会軽視

されているような気持ちになりました。 

 こういう点からも、やはりこんなにうれし

いことはないんですけれども、ご子息の方も

本当に以前からずっと努力をしていらっしゃ

って、県庁行ったりとか、本当にぜひ着弾地で

ということで願って動いていらっしゃった方

ということでよく分かってるんですが、そう

いう点でも、どうしてこんなにスムーズに、今

年お話があったからさっとできたのかなとい

うところが、本当はうれしいんです。うれしい

んですけれども、ちょっと管理の面とかいう

点では今後もきちっと、観光にもいらっしゃ

った方たち、やはり内灘闘争というのは日本

中どこの方たち、年配の方は特に内灘へ来た

ら着弾地を見たいというふうに思っていらっ

しゃると思うんで、管理の面でもね、草刈りと

かそういうので周りをきれいにして管理がち

ゃんとできるようにしていってほしいという

ふうに思います。 

 また一言、お願いします。 

○議長【清水文雄君】 堀川部長。 

〔教育部長兼学校教育課長 堀川竜一君 登壇〕  

○教育部長兼学校教育課長【堀川竜一君】 ご

質問にお答えいたします。 

 寄贈いただきました句碑につきましては、

町の指定文化財であります権現森の着弾地観

測所と併せて、歴史民俗資料館を拠点に発信

するとともに、ホームページを活用し、今後も

ＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 次の質問に移ります。 

 次の問い４と問い５は、日本共産党後援会

の有志で10月１日、町民の皆さんからの声を

基に町内ウオッチングをしました。その中か

ら今回は２つの点を質問させていただきたい

と思います。 

 ４番目の質問です。坂の町にふさわしい対

策を検討してもらえないかという点です。 

 以前にも一般質問をしました。買物帰りに

大変なので一服できるベンチを置いてほしい、

また、道路に立ち止まっている人や家屋に寄

りかかっている方を見かけることが現在でも

多くなっております。ベンチのある優しい町

にならないかなというふうに思います。 

 今回は、手すりも必要とお聞きしました。具

体的には、鶴ケ丘３丁目から鶴ケ丘２丁目の

鶴小と中学校の間に下りていく急な坂道に手

すりが欲しいという声がありました。買物帰

りに重い荷物を持って上ることは大変です。

ここに手すりがあれば大変助かるということ

でした。 

 また、町会ウオッチングをしてみれば、ほか

にも手すりやベンチがあれば便利な箇所が多

数あるのではないでしょうか。 

 この点でも答弁をお願いをいたします。 

○議長【清水文雄君】 上前浩和都市整備部

長。 

〔都市整備部長兼北部開発推進室長 上前浩和君 登壇〕 

○都市整備部長兼北部開発推進室長【上前浩

和君】 ご質問にお答えいたします。 

 ベンチなどの路上施設の設置につきまして

は、歩行者同士の安全の確保と、スムーズな動

線の支障とならないよう工夫する必要があり、

新たに歩道の拡幅が必要となります。 

 町としましては、まず第一に、歩行者の安全

な通行、歩行空間を確保することが大事であ

ると考えており、現段階ではベンチの設置は

困難と考えております。 

 また、ご質問の内灘中学校グラウンド横か
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ら鶴ケ丘３丁目に上がる坂道の道路幅は３メ

ートルと狭く、歩行者だけではなく車も通る

道路であり、手すりの設置は困難と考えます。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 本当に急な坂道で、車

で下りていくときも怖いぐらいなところなん

です。やはりそこに車がちょうど上りかけた

ときに、車に出くわしたようなときに手すり

があればちょっと寄りかかって、倒れるのを

防ぐことができるんじゃないかというふうに

思いますので、再度、手すりをつけたらなお危

ないという理由からかと思いますけれども、

そこを通りかかった人にとっては、やはり手

すりがあったほうが危険を防げるんじゃない

かなというふうに思いますので、再度検討し

ていただきたいと思います。 

 歩行空間が大事というふうに言われました

が、町会なんかにこの問題を投げかけていた

だくと、町民の方たち、こんな場所にあるとい

いなとか、日頃買物なんかに出かけてて、ここ

ですごくひどいんだとかいうようなことが上

がってくるかと思います。そういう点でもぜ

ひ町会の中にもそういうふうに入り込んで、

高齢になっても元気に買物に行ったりできる

ような、散歩もしててひどくなったときにち

ょっと座って、家屋にもたれかかるんじゃな

くてできるようなところがあったら優しい町

ということですごく宣伝にもなるんではない

かなと。本当に体の弱い方や高齢になった方

たちも助かるんではないかなというふうに思

いますので、また町を見回していただいて、車

では分からない、歩いている人たちにとって

の空間があるかと思いますので、ぜひ検討し

ていただきたいと思います。 

 最後の質問に移ります。 

 浅電の粟ヶ崎駅前に自転車置場があります。

ここを見に行きましたところ、放置された自

転車で駐輪できません。また、周りは雑草で、

とても駐輪場とは言えない状態になっていま

した。 

 また、浅電の内灘駅の駐車場は、前は暗くて

お願いをしましたところ、随分明るくなりま

したが、ただ、奥のほうの線路脇の場所に置く

と、夜遅くなると暗くて鍵穴が見えないとい

うことで困ったという声をお聞きしました。 

 屋根下に２灯設置をして明るくできないか、

お尋ねしたいと思います。 

○議長【清水文雄君】 松井総務部長。 

   〔総務部長 松井賢志君 登壇〕 

○総務部長【松井賢志君】 ご質問にお答えい

たします。 

 粟ヶ崎駅前の自転車置場につきましては、

今後、適正な管理に努めてまいりたいと考え

ております。 

 内灘駅駐輪場の電灯につきましては、現在、

内灘駅の駐輪場付近には３か所街灯を設置し

ており、おおむね自転車の鍵穴を確認できる

程度の明るさを確保していると認識しており

ます。 

 駐輪場の屋根下にさらに明かりを設置する

ことにつきましては、現在のところ考えてご

ざいません。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 北川議員。 

○９番【北川悦子君】 粟ヶ崎駐輪場について

は、ぜひきれいに置けるような状態にしてく

ださい。 

 それから、内灘駅の駐輪場ですが、本当に明

るくなりました。前と比べたらね。ただ、線路

脇が暗い。夜遅く行かれて見れば分かるかと

思いますが、奥のほうの線路脇のところが本

当に真っ暗で、自転車などを置くと見えない

と、鍵穴も分からないという状態があります

ので、またこれも、通常の時間帯じゃなくて夜

遅く１回調べてみてください。そうなるとと

ても助かりますので、よろしくお願いをいた

します。 

 今回、町内ウオッチングをしてみて、明るく

きれいな町であってほしいと常に願っていま
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すが、公用地の雑草と道路標示が消えている

ことが特に目立ちました。 

 「内灘町は自然がすばらしく、描きたいとこ

ろはたくさんある」と言っていた方を思い出

しました。明るく元気な町に汚点となってい

ませんか。やはりせっかくこんな美しい自然

を持っている内灘町ですから、草ぼうぼうに

なっていたり、予算はあることは分かってい

ますけれども、今年なんかはちょっと降る時

期が変わっていたりして特に目立ったかとは

思いますけれども、その辺のところを、ある予

算、もしくはいろんな加味しなければならな

い公用地が増えた場合には草刈りの予算も増

やしていただいて、景観のよさが自慢の内灘

町ですから、しっかり今後も管理していくこ

と、もしくは町民に協力をしてもらえる方法

を考えることをして、きれいな内灘町を保っ

てほしいなというふうに思っています。 

 以上で質問を終わります。 

○議長【清水文雄君】 ２番、西尾雄次議員。 

   〔２番 西尾雄次君 登壇〕 

○２番【西尾雄次君】 議席番号２番、立憲民

主党の西尾雄次です。 

 令和４年12月会議において質問の機会をい

ただきましたので、さきの通告どおりに、町政

が当面する２つの課題について一問一答方式

で質問を行います。 

 今般私が行います２つの質問の第１点目は、

「特殊詐欺の被害から高齢者を守れ」との表

題で、迷惑電話防止機能付電話機の購入費用

の一部を助成する施策の実施を求めるもので

あります。質問の第２点目は、「歩行運動の奨

励で町民の健康寿命延伸を図れ」との表題で、

身近なウオーキングの運動を奨励して町民の

健康寿命を延伸する施策の実施を求めるもの

であります。 

 それでは早速、質問の第１点目である「特殊

詐欺の被害から高齢者を守れ」の質問に入り

ます。 

 近年、高齢者に多発している特殊詐欺の被

害。高齢者が老後に備えて長年かけて蓄えて

きた大切なお金を、電話機を巧妙に駆使した

卑劣で悪辣な手段で奪い取る特殊詐欺。この

特殊詐欺に遭う被害から高齢者を守るための

何らかの施策が、今や社会的に必要になって

いるように思うのであります。 

 こうした認識を同じくして、夷藤議員も先

ほどの質問において、詳細なデータを上げて

町の施策をただしておられました。夷藤議員

も私もその目指すところは全く同じでありま

すが、手段といいますか、その目指すところに

至るための方法論としては幾分の違いがある

ように思います。したがいまして、同じ特殊詐

欺に関する質問ではありますが、内容的には

重複する部分が、ほとんどでありますけれど

も多少の違いもありますので、さきに宮本課

長からいただいた答弁も加味しながら、通告

のとおりに質問を行います。 

 日本社会は今、人口の高齢化によって、医療

や介護ばかりではなく、地域社会においても

区や町会といった地域共同体の維持にも支障

が生じつつあります。あるいはまた、個々人が

生活を営む上で欠くことのできない買物のた

めの移動など、社会生活の維持に必要不可欠

な部面で多くの課題に直面しています。 

 また、それに加えて高齢世代の犯罪被害の

増加も、高度に高齢化した日本社会の顕著な

現象の一つであります。高齢者の孫をかたっ

て電話してくるオレオレ詐欺あるいは振り込

め詐欺、架空請求詐欺、還付金詐欺等々、高齢

者を食い物にするいわゆる特殊詐欺や悪徳商

法の被害、これらは皆、近年の高齢社会の進展

に合わせて増加の一途をたどっている犯罪の

数々であります。 

 これら特殊詐欺の被害に遭う人の８割は、

70歳以上の高齢者だと言われております。こ

れは高齢化に伴う認知機能の低下がその要因

ではあるとはいうものの、電話機を巧みに使

い、何人もの人が入れ替わり立ち替わり電話

口に現れて、あたかも真実のように演じて高
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齢者を信じ込ませる。その卑劣な詐欺犯罪者

の手口の巧妙化とも相まって、被害防止対策

がなかなか追いつかないのが現状だと言われ

ております。 

 先ほどの夷藤議員の質問にもありましたが、

これら特殊詐欺の手口は、オレオレ詐欺に代

表されるように、そのほとんどは電話機を利

用するものであることから、詐欺グループは、

警察による摘発、逮捕を避けるために、電話が

録音されることを著しく嫌うと言われており

ます。 

 こうしたことから、かほく市や津幡町では、

特殊詐欺の被害から高齢者を守るために迷惑

電話防止機能付電話機の購入費用の一部を助

成する施策を実施しているところでございま

す。かほく市や津幡町に限らず、全国の多くの

自治体では、増加するこうした詐欺被害から

高齢な市民、町民等を守るために、録音機能付

の電話機の購入に対する助成を開始しており

ます。 

 市内あるいは町内に住所を有する65歳以上

の方で構成されている世帯に対して、その電

話機の購入費用の２分の１を、ただし上限額

を7,000円や１万円として助成を行っており

ます。また、その電話機の購入先も市内あるい

は町内の店舗からの購入に限ることにより、

市内、町内の事業者への事業支援をも兼ねて

いるのであります。 

 さて、購入助成制度であれ、あるいは現在内

灘町で行っている、篤志家のご寄附をいただ

いた機器を基にした機器貸付制度であれ、何

らかの形で特殊詐欺の被害から高齢者を守る

ことは大切な課題であると思うのであります。 

 ご承知のように、内灘町も県内の他市町村

同様に高齢化が急速に進んでおります。今か

ら20年前の2002年の４月における内灘町の人

口は２万6,665人でありました。そのうち、特

殊詐欺の被害に遭いやすいとされている70歳

以上の人口は2,322人でありました。ところが

20年たった今年、2022年４月の段階における

内灘町の人口は２万6,165人であります。総人

口は20年前に比べて500人ほど減少してはお

りますが、70歳以上の人口のほうは5,707人と、

20年前に比べて約2.5倍もの増加を見ている

のであります。 

 この70歳以上の高齢者の増加は今後もまだ

まだ続くと予想されています。内灘町が2015

年に公表している人口推計によれば、本町の

高齢化率がピークを迎えるのは2045年の

39.93％であるとされています。ただし、この

予測値は、合計特殊出生率がかなり希望的な

数値を維持した場合の予測であります。 

 先月、11月28日、松野官房長官が定例の記者

会見で「今年１月から９月までの累計出生数

が59万9,636人で、調査開始以来最も少なかっ

た去年と比べても4.9％下回っていて、危機的

状況である」と述べておられました。 

 ７年前の2015年に本町が人口予測を行った

当時には予想もしなかったような少子・高齢

化が、ここ近年では毎年のように全国的に記

録を塗り替えているのであります。つまり、

2045年の内灘町の高齢化率も予測値の

39.93％をはるかに超え、今後は65歳以上の高

齢者のみで構成される世帯がますます増加す

ることが予想されるのであります。 

 いずれにせよ、高齢者人口が今後20年以上

にわたって、かほく市や津幡町をはじめとす

る多くの市町村のように確実に右肩上がりの

増加が続くと予想されるわけでありますが、

高齢者を卑劣でこうかつな詐欺犯罪者の被害

から守るための施策を速やかに実施すること

は、町政にとって大きな課題であると思うの

であります。 

 そこでお伺いをいたします。特殊詐欺の被

害から高齢な町民を守るための手段として内

灘町では、さきに篤志家からご寄附をいただ

いたその機器を基にして、今後、貸付けの申出

が増加した場合においても、それを町におい

て買い足して貸出制度を発展させて継続する

のか、あるいは、今後の高齢者の増加を勘案し
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て、かほく市や津幡町のように迷惑電話防止

機能付電話機購入費の一部を助成する施策を

実施するのか、どのようなお考えをお持ちな

のか、お伺いをするものであります。 

○議長【清水文雄君】 宮本義治総務課長。 

   〔総務課長 宮本義治君 登壇〕 

○総務課長【宮本義治君】 ご質問にお答えい

たします。 

 先ほど夷藤議員のご質問でもお答えいたし

ましたとおり、現在、町では通話録音装置貸出

事業を行っております。希望された対象者の

方に無料で機器の貸出しを行っております。 

 県内の自治体でも、議員ご提案の電話機購

入費用への一部助成を行っているところや、

本町と同様に機器の貸出しを行っているとこ

ろがございます。 

 町では、現在行っております通話録音装置

貸出事業のさらなる周知に努め、その利用状

況を見ながら、今後、購入費用への一部助成に

つきましても検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長【清水文雄君】 西尾議員。 

○２番【西尾雄次君】 当面は、篤志家の方か

らご寄附をいただいたその機器をもっともっ

と周知して活用していく、その方向はとても

大切なことだと思いますので、それも十分行

いながら、高齢化がどんどん進んでいく、そう

いう中において購入助成制度が必要になるよ

うな時期が来れば、またそれもしっかりと検

討していただきたいと思います。 

 それでは、質問の第２点目である健康寿命

の延伸に関する質問に移ります。 

 今から22年前の2000年にＷＨＯ（世界保健

機関）が健康寿命という概念を提唱して以来、

単に寿命を延ばすだけではなく、いかに健康

に生活できる期間を延ばすかに世界中の関心

が集まりました。 

 ご承知のように、健康寿命とは、健康上の問

題で日常生活が制限されることなく生活でき

る期間だと定義されております。この定義に

よれば、平均寿命と健康寿命の差が生じてい

る期間は、日常生活に制限のある「健康ではな

い期間」を意味し、その差の広がりは、医療費

や介護費といった社会的な経費の増大を意味

すると同時に、健やかに老いて幸せな高齢期

を送りたいと願っている人々の思いに逆行す

るものともなっております。 

 さて、厚生労働省が令和４年７月29日に発

表した簡易生命表の概要によれば、我が国の

男女別の平均寿命は、男性の81.47歳に対し、

女性は87.57歳であります。一方、健康寿命の

ほうは、「健康寿命の令和元年値について」と

題して厚生労働省が令和３年12月20日に発表

した数値によれば、男性は72.68歳、女性は

75.38歳でありました。 

 これら最新のデータでの平均寿命と健康寿

命の差を見ますと、男性は8.79歳であるのに

対し、女性は12.19歳であります。男女で３歳

の差があるのは気になるところでありますが、

ともあれ、男女の差をならせば、我が国の平均

寿命と健康寿命の差はおおむね10歳前後とな

るのであります。平均寿命は世界最高水準、し

かし寝たきりも世界一と言われている日本の

健康寿命の現状は、個人としても社会として

も看過できないものでございます。 

 この差をいかに短縮するか、つまり健康寿

命をいかにして延伸するかということは、高

齢者個々人における生活の質の向上ばかりで

なく、社会的に見ても、若年層がその主たる担

い手となっている医療費や介護費の税による

公的負担を軽減する上で大きな課題と言える

のであります。 

 確かに健康寿命という概念は今から22年前

に始まった新しいものでありますが、健康な

人生をつくりたい、あるいは健康な生活を送

りたいとの願いは、人類の歴史とともにある

古いものであります。 

 もとより、健康な生活を得るための手段に

は、食事、運動、心の持ちようなど３つの大切
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な要素がありますが、中でも運動の大切さ、と

りわけ歩くことの大切さは、古くから注目さ

れてきました。中でも、古代ギリシアの人で

「医学の父」と呼ばれたヒポクラテスの「歩く

ことは人間にとって最良の薬である」という

言葉は、2400年を経た現代も生き続けている

言葉として伝わっています。 

 さて、この歩くことを通して町民の健康寿

命延伸の手段としている自治体が群馬県にあ

ります。歩行運動を中心とした健康づくりの

施策を展開してきたこの町の取組は一般に

「中之条研究」と呼ばれ、医学界でも有名な取

組となっております。 

 この中之条研究に取り組んできた群馬県中

之条町は、人口１万5,000人ほどの農山村部の

自治体であります。この町が長年にわたって

取り組み、また医学界でも注目を集めた中之

条研究とは、65歳以上の全町民を対象にして、

歩行運動を含めた日常の活動や病気について

調査を行ったものであります。 

 この中之条研究の中に書かれている、歩行

数と予防できる病気の一覧表によれば、１日

当たりの歩行数5,000歩で心疾患、脳卒中、

7,000歩で筋肉減少症、8,000歩で糖尿病、

9,000歩で高血糖などとされています。 

 もちろん病気には様々な発病の要因があり、

一概に、歩くだけで直ちにそれらの病気が予

防できるというものではございません。しか

し、歩行という、そのための特別な器具や場所

を必要としない、ごく日常的な活動をするだ

けである程度まで病気の予防効果が期待でき

ることを医学的に証明したものとして高い評

価を得ているのであります。 

 かつて本町においても、令和元年度から令

和３年度までの３年間にわたって、一般に万

歩計と呼ばれる歩行数の計測器を用いたウオ

ーキング奨励事業がスポーツクラブプラッツ

うちなだに委託して行われておりました。多

くの町民に親しまれていたこの事業は令和４

年度には廃止されましたが、誠に残念なこと

であります。 

 中之条研究からも明らかなように、ウオー

キング運動が健康寿命の延伸に強くつながっ

ていることは医学的にも立証されていること

が明らかであることから、早い段階で、また多

くの町民が参加しやすい何らかの形でウオー

キング事業を再出発させるべきであると思う

のであります。 

 健康寿命の延伸といえば、保健行政の領域

と直ちにつながるような意識もございますが、

健康寿命を得るための運動、とりわけ歩くと

いうごく普通の極めて日常的な運動の場合は、

内灘町においては、教育委員会の文化スポー

ツ課が担当する生涯学習の領域ではないかと

思うのであります。 

 なぜなら平成10年３月に内灘町議会で議決

された生涯学習都市宣言の文言には、「私たち

内灘町民は、人間として、よりゆたかな人生

と、より住みよい地域社会の創造をめざし、健

やかな身体を育み、知性を磨き、感性を高め、

生きがいをもって暮らすことができる心のか

よいあうあたたかい内灘町をめざします。」と

記されているからであります。ここに記され

ている「健やかな身体を育み」ということは、

まさしくそのまま健康寿命を得るということ

につながるものでございます。 

 幸いにも本町には、17地区に17の常駐職員

を配した公民館が設置されております。各地

域の住民と日常的に最も密接な関係を持つ公

民館をその窓口とした町民運動として、この

健康寿命延伸のためのウオーキング運動を行

うことが「健やかな身体を育み」「生きがいを

もって暮らすことができる」内灘町づくりに

つながると思うのであります。 

 そこでお伺いをいたします。町民の健康寿

命の延伸を真剣に模索し、それを実現するた

めの一つの施策として、中之条研究でもその

有用性が立証されたウオーキング事業を、多

くの町民が参加しやすい形で早い段階で復活

させるべきであると思うのでありますが、町
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の見解を伺うものであります。 

○議長【清水文雄君】 川口町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 ご質問にお答えいたし

ます。 

 ウオーキングは、誰もが簡単に取り組むこ

とができる、生活習慣病や生活機能の低下を

予防する有効な手段でございます。 

 当町には、町民の皆様にウオーキングコー

スとして親しまれている林帯遊歩道がござい

ます。 

 議員がおっしゃるように、ウオーキングな

ど日常的な運動は、生涯学習の一つでもある

と考えております。町民一人一人が楽しみな

がら主体的に健康の維持増進に取り組むこと

は、生涯学習と健康寿命の延伸を一体的に推

進することにもつながります。 

 現在ではスマートフォンも普及しており、

万歩計機能などを備えた健康づくりに関連し

たアプリの活用など、デジタル社会をも見据

え、世代や時代に応じた取組を模索しなけれ

ばならないと考えております。 

 今後は、保健部局のみならず、生涯学習やデ

ジタル社会といった観点からも、関係部局や

地域団体が協働し、ウオーキング事業をはじ

めとする健康寿命の延伸に寄与する事業を検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長【清水文雄君】 西尾議員。 

○２番【西尾雄次君】 極めて前向きな答弁を

いただき、ありがとうございます。 

 内灘町は、先ほど北川議員の質問の中にも

ありましたように、とても景色に優れた、海が

見え、潟が見え、そして両方とも整備されたと

ても恵まれた環境にありますので、ぜひこれ

が町民のみんなが簡単に気軽に取り組める、

そういう健康づくり運動につくり上げられる

ことをお願いをいたしまして、私の質問を終

わります。 

 ありがとうございました。 

○議長【清水文雄君】 これにて一般質問を終

了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○散   会 

○議長【清水文雄君】 以上で、本日の日程は

終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日９日から14日まで

の６日間は、議案調査及び議案委員会審査の

ため休会にいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【清水文雄君】 ご異議なしと認めま

す。よって、明日９日から14日までの６日間は

休会とすることに決定いたしました。 

 なお、来る15日は午後１時から本会議を開

き、各委員長の報告を求め、質疑、討論並びに

採決を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでございました。 

           午後３時45分散会 

 


